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お知らせ

　「平成 ２７ 年 ９ 月 ７ 日から同月 １１ 日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれ
に対し適用すべき措置の指定に関する政令」が閣議決定され、本年 １０ 月 ３０ 日付けで公布・施行されました。
　つきましては、下記のとおり取扱うことといたしましたので、お知らせします。

記
＜本災害の取扱い＞

（１）概要
平成 ２７ 年 ９ 月 ７ 日から同月 １１ 日までの間の暴風雨及び豪雨による災害について激甚災害として指
定し、同災害について新たに激甚災害保証を適用します。　
尚、暴風雨とは平成 ２７ 年台風第 １８ 号によるものをいいます。

（２）対象区域
茨城県 常総市

（３）適用期限
平成 ２７ 年 ９ 月 ７ 日～平成 ２８ 年 ４ 月 ２９ 日

【備考】
　激甚災害保証は、直接被害のみが対象となります。なお、本社が愛媛県にあり、支社・工場等が上記の
対象区域にあって、台風 １８ 号の影響による被害を受けた場合に対象となります。

平成２７年９月７日から同月１１日までの間の暴風雨及び豪雨による災害に係る激甚災害保証の適用について
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保証状況

保証承諾は前年同月金額比 １06％
保証債務残高は １,8７１ 億円に

　平成 ２７ 年 １１ 月の保証承諾は、件数 ４７８ 件（前年同月比 ９７.０%）、金額 6,１２４ 百万円（同 １０5.８%）と、
件数は前年実績を下回り、金額は前年実績を上回った。
　また、１１ 月末での保証承諾（累計）は、件数 ４,０８０ 件（前年同月比 ７９.７%）、金額 ４４,１７４ 百万円（同
８１.２%）と、件数・金額ともに前年実績を下回っている。
　平成 ２７ 年 １１ 月末での保証債務残高は、件数 ２４,２３９ 件（前年同月比 ９８.１%）、金額 １８７,１１８ 百万円（同
９２.４%）と、件数・金額ともに前年実績を下回っている。

� 金融機関群別
　金融機関群別保証承諾額における構成比は、地銀 6３.３%、第二地銀 ２７.２%、信用金庫 ９.5%となった。
　対前年同月金額比は、地銀（１１5.１％）、信用金庫（１０３.７％）は前年実績を上回り、第二地銀（９２.２%）
は前年実績を下回った。
� 業種別
　業種別保証承諾額における構成比は、建設業 ２７.９%、製造業 １７.１%、サービス業 １４.6％、運送・倉庫
業 １１.２％と続いた。
　対前年同月金額比は、建設業（１5２.８％）、運送・倉庫業（１5２.０％）、飲食店（１３３.３％）、サービス業（１０6.４％）
と続いた。
� 保証制度別（※別枠保証には、県・市町制度の特例併用分を含む）
　制度別保証承諾額における構成比は、一般保証 ４２.３%、県単制度 ３２.6％、別枠保証 １２.８％、市町制度
１２.３%と続いた。
　なお、協会商品構成比は、中小企業金融円滑化保証（スムーズ ８０００）２７.３%、優良ランク保証Ⅱ
１３.３％、優良ランク保証 5.6％となった。
　対前年同月金額比は、別枠保証（３１０.２%）、県単制度（１４5.８%）は前年実績を上回り、市町制度（８８.８％）、
一般保証（７８.０％）は前年実績を下回った。
� 金額別
　金額別保証承諾額における構成比は、１,０００ 万円超 ３,０００ 万円以下 ３２.７%、１,０００ 万円以下 ２４.１％、３,０００
万円超 5,０００ 万円以下 ２１.３%、5,０００ 万円超 ８,０００ 万円以下 １6.７%と続いた。
　また、１件あたりの平均保証金額は １,２８１ 万円（前年同月比 １０９.１%）であった。
� 期間別
　期間別保証承諾額における構成比は、４ 年超 5 年以下 ３４.３%、７ 年超 １０ 年以下 ２5.８%、5 年超 ７ 年以下
２２.5%、１年超 ４年以下 １０.４%と続いた。
　また、１件あたりの平均保証期間は 6１.6 カ月（前年同月比 １０２.３%）であった。

今月の保証概況（平成 ２７ 年 １１ 月）

区　　分
当　　　月　　　中 当　　　月　　　末

件　数 金　額
対前年同月比（％）

件　数 金　額
対前年同月比（％）

件　数 金　額 件　数 金　額
保 証 申 込 514 6,092,840 103.63 101.83 4,237 45,824,256 80.20 81.78 

保 証 承 諾 478 6,123,890 96.96 105.77 4,080 44,173,806 79.70 81.21 

保証債務残高 ―― ―― ―― ―― 24,239 187,117,857 98.13 92.41 

代 位 弁 済 17 89,349 130.77 61.41 170 1,384,517 95.51 93.83 

（単位：千円）

保　　証

実　　績
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　平成 ２７ 年 １１ 月の回収は ８２ 百万円、うちサービサー回収分は １３ 百万円（構成比 １5.４%）となった。
　また、１１ 月末の回収（累計）のうち不定期回収が １９１ 百万円（同 ３5.７%）、定期回収が １８７ 百万円（同
３４.９％）、競売・任意処分が １5８ 万円（同 ２９.４%）となっている。

区　　分
当月中 構成比

（％）
当月末 構成比

（％）金　額 金　額
回　　収 81,867 ─ 535,850 ─

うちサービサー回収 12,628 15.43 117,238 21.88

（単位：千円）

　平成 ２７ 年 １１ 月の事故報告受付は、件数 ２6 件（前年同月比 ７6.5%）、金額 １5３ 百万円（同 5１.２%）と、 
件数・金額ともに前年実績を下回った。
　また、１１ 月末での事故報告残高は、件数 １４７ 件（前年同月比 ８１.２%）、金額 ７66 百万円（同 5８.6%）と、
件数・金額ともに前年実績を下回った。
　平成 ２７ 年 １１ 月の事故受付内容別構成比は、債務整理委任 5１.２％、休業・廃業 １２.6％、担保（仮）差押・
競売開始 ９.5%と続いた。

当　　　月　　　中 当　　　月　　　末
事故報告受付 前年同月比（％） 事故報告残 前年同月比（％）

件　数 金　額 件　数 金　額 件　数 金　額 件　数 金　額
26 152,532 76.47 51.19 147 766,317 81.22 58.61

（単位：千円）

� 使途別
　使途別保証承諾額における構成比は、運転資金が ９１.９% を占め、次いで運転・設備資金 6.３%、設備資
金 １.８%となった。

事　　故

代位弁済

回　　収

　平成 ２７ 年 １１ 月の代位弁済は、件数 １７ 件（前年同月比 １３０.８%）、金額 ８９ 百万円（同 6１.４％）と、件数
は前年実績を上回り、金額は前年実績を下回った。
　また、１１ 月末での代位弁済（累計）は、件数 １７０ 件（前年同月比 ９5.5%）、金額 １,３８5 百万円（同 ９３.８%）と、
件数・金額ともに前年実績を下回った。

� 原因別
　平成 ２７ 年 １１ 月の原因別代位弁済額における構成比は、競争激化等 ４４.８％、商況不振 ４２.９%、災害事故
その他 １２.１％と続いた。
　１１月末の原因別代位弁済額（累計）における構成比は、商況不振6７.３%、競争激化等１6.6％、経営放漫6.２％
と続いた。
　対前年同月末金額比は、競争激化等（２８０.１％） 、災害事故その他（１３１.４％）、経営放漫（１１３.９％）であった。

� 業種別
　平成 ２７ 年 １１ 月の業種別代位弁済額における構成比は、印刷・出版業 ４２.6％、建設業 ４１.９％、製造業
１２.１％、運送・倉庫業 ２.３％と続いた。
　１１ 月末の業種別代位弁済額（累計）における構成比は、製造業 ４４.２%、小売業 １6.０%、建設業 ８.6％、サー
ビス業 ８.２％と続いた。
　対前年同月末金額比は、製造業（１７１.０％）、サービス業 （１6３.１％）、不動産業（１４5.３％）となった。
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保証状況

� 保証承諾

� 債務残高

� 事故報告受付

� 代位弁済

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

４月 5月 6月 ７月 ８月 ９月 １０ 月 １１ 月 １２ 月 １ 月 ２ 月 ３ 月
H２6・４ 月～H２７・３ 月 ４,３４４,８００ ４,55７,56０ ９,８９３,４３5 ９,０56,８１０ 6,８２８,９７０ ９,３９４,４5４ ４,5２８,２１２ 5,７９０,０８０ 6,666,１２０ ３,９０４,２２０ 5,４７９,6００ １４,９３１,８２6
H２７・４ 月～H２７・１１ 月 ３,４７２,８００ ３,７３１,７6４ 5,７３７,１７９ 5,6８９,８5１ 5,１４４,２３０ ９,5８７,７４２ ４,6８6,３5０ 6,１２３,８９０
前年同月比（％） ７９.９３ ８１.８８ 5７.９９ 6２.８２ ７5.３３ １０２.０6 １０３.４９ １０5.７７

４ 月 5 月 6 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 １０ 月 １１ 月 １２ 月 １ 月 ２ 月 ３ 月
H２6・４ 月～H２７・３ 月 ２０5,８８７,6４２ ２０１,４４5,４１８ ２０２,１１5,１９6 ２０４,6２０,１７７ ２０４,９７４,5７１ ２０４,6７３,5００ ２０３,65３,９6３ ２０２,４８１,5１３ ２０１,７5３,８４９ １９９,２４２,０6２ １９８,5４１,４４８ ２０３,３３6,２４８
H２７・４ 月～H２７・１１ 月 ２００,０66,９２１ １９6,４55,９８０ １９３,２１6,８０４ １９１,０９5,９９6 １９０,３２３,８２１ １８９,８66,０９４ １８９,２5０,5９９ １８７,１１７,８5７
前年同月比（％） ９７.１７ ９７.5２ ９5.6０ ９３.３９ ９２.８5 ９２.７７ ９２.９３ ９２.４１

４ 月 5 月 6 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 １０ 月 １１ 月 １２ 月 １ 月 ２ 月 ３ 月
H２6・４ 月～H２７・３ 月 ３９6,４65 ３７４,２３5 ２２6,０３３ ２１5,４４０ ３０９,5２８ １２７,０３１ 5１８,０８２ ２９７,９７6 １２７,２２１ ４４6,66１ １１７,２１３ １１４,6７７
H２７・４ 月～H２７・１１ 月 ２８5,８０７ １１０,９９6 １２８,１４6 ３２０,１００ １７２,７０6 ２３９,5９４ ２８３,８０２ １5２,5３２
前年同月比（％） ７２.０９ ２９.66 56.6９ １４８.5８ 55.８０ １８８.6１ 5４.７８ 5１.１９

４ 月 5 月 6 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 １０ 月 １１ 月 １２ 月 １ 月 ２ 月 ３ 月
H２6・４ 月～H２７・３ 月 ７７,３5３ １55,66１ １４２,７１6 ２０6,０８９ ２5１,８２３ ３９３,７７０ １０２,6７７ １４5,４９１ １２４,４７７ ８5,6９０ ３３１,5７5 １6７,１２８
H２７・４ 月～H２７・１１ 月 ８０,４6２ １００,７２３ ４８３,８１８ ７７,８０5 ８２,5４３ ３6９,３３４ １００,４８１ ８９,３４９
前年同月比（％） １０４.０２ 6４.７１ ３３９.０１ ３７.７5 ３２.７８ ９３.７９ ９７.８6 6１.４１

２００億円
１８０億円
１6０億円
１４０億円
１２０億円
１００億円
８０億円
6０億円
４０億円
２０億円

０

２４００億円

２３００億円

２２００億円

２１００億円

２０００億円

１９００億円

１８００億円

１２億円

１０億円

８億円

6億円

４億円

２億円

０

１０億円
９億円
８億円
７億円
6億円
5億円
４億円
３億円
２億円
１億円

０

推移グラフ
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本・支所別・金融機関別保証状況

本・支所別保証状況　（平成 ２７ 年 １１ 月分）

金融機関別保証状況　（平成 ２７ 年 １１ 月分）

（単位：千円）

（単位：千円）

区　分

保　　証　　承　　諾 保 証 債 務 残 高 代　　位　　弁　　済
当　月　中 当　月　末 当　月　末 当　月　中 当　月　末

件数 金　額 件数 金　額 件数 金　額 件数 金　額 件数 金　額前年比
（％）

前年比
（％）

前年比
（％）

前年比
（％）

前年比
（％）

本 所 ２２２ ２,９２９,４００ １０１.７２ １,９２４ ２０,９０２,１４２ ８０.９８ １１,３０３ ８４,７5１,２２１ ９３.９３ ７ ２９,４０７ ３３.８２ ８１ ７5２,56７ ９９.０４ 
新 居 浜 １１２ １,３０１,７００ １０８.6４ ８８6 ９,３6０,３２０ ８１.２０ 5,5１３ ４４,３８８,66７ ９１.２１ ４ ３８,０１6 ９１.０３ ３８ ３２４,７８７ ９１.6４ 
今 治 ８２ １,０6１,３９０ １１９.３２ 6２０ ７,１８6,6４４ ７８.１２ ３,5２３ ２８,９７２,6４6 ８８.９７ ２ ９,１２３ 5４.66 １３ 5８,３４９ ３１.４２ 
八 幡 浜 ４１ ４８6,４００ ８７.３6 ３３３ ３,66１,０００ ７７.００ １,９３４ １6,２３７,８３８ ９２.３７ ２ １０,７７5 １０,９０２.２２ １９ １5８,８０２ １２８.４３ 
宇 和 島 ２１ ３４5,０００ １２９.８９ ３１７ ３,０6３,７００ ９８.８２ １,９66 １２,７6７,４８5 ９４.９5 ２ ２,０２９ —— １９ ９０,０１２ １７３.２6 
合 計 4７8 6,１２3,8９0 １05.７７ 4,080 44,１７3,806 8１.２１ ２4,２3９ １8７,１１７,85７ ９２.4１ １７ 8９,34９ 6１.4１ １７0 １,384,5１７ ９3.83 

保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高 代　　　位　　　弁　　　済
当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末 当　　月　　中 当　　月　　末

件数 金　額 件数 金　額 構成比 件数 金　額 構成比 件数 金　額 件数 金　額 構成比

銀
　
　
　
　
　
　
　
　
行

伊    予 ２０７ ３,４７８,１４０ １,２6４ １6,３４７,２5９ ３７.０１ ９,８８７ ９２,８２０,２７８ ４９.6１ ３ ８,８6９ 5０ ４１７,6８２ ３０.１７ 
四    国 ２ ９,０００ ３７ ４００,８００ ０.９１ ２７6 ２,65０,２７７ １.４２ ０ ０ ２ ２,４８４ ０.１８ 
百 十 四 5 ２３,5００ ３４ ３９９,７5０ ０.９０ ３４４ ２,９９３,９２４ １.6０ ０ ０ １ ９１１ ０.０７ 
阿    波 ２ ７２,０００ 5 １１４,０００ ０.２6 6４ 6３１,８２6 ０.３４ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
広    島 ２２ ２９０,２5０ １56 ２,１９２,４5０ ４.９6 ７３９ ７,１４７,２７３ ３.８２ ０ ０ １ ３,０１９ ０.２２ 
中    国 ０ ０ ０ ０ ０.００ ４１ 5４6,5９７ ０.２９ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
山    口 １ ２,０００ １２ １９5,０００ ０.４４ 5９ １,０１９,３１２ ０.5４ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
西 日 本 ０ ０ ０ ０ ０.００ ３ １３,２８6 ０.０１ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
み ず ほ ０ ０ ３ １０6,０００ ０.２４ ２5 ４９１,７２２ ０.２6 ０ ０ ０ ０ ０.００ 
り そ な ０ ０ ０ ０ ０.００ １ ３３,３４０ ０.０２ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
三 井 住 友 ０ ０ ０ ０ ０.００ １７ ９１,３１6 ０.０5 ０ ０ ０ ０ ０.００ 
三 菱 東 京 ０ ０ ３ １２5,０００ ０.２８ １5 ３３４,０２１ ０.１８ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
三井住友信託 ０ ０ ０ ０ ０.００ ０ ０ ０.００ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
あ お ぞ ら ０ ０ ０ ０ ０.００ ０ ０ ０.００ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
愛    媛 １３１ １,３３３,８００ １,４6７ １７,０８４,４２７ ３８.6８ 6,７８７ ４９,１８３,０１８ ２6.２８ ７ ４８,6０２ ７０ ７７９,４８８ 56.３０ 
香    川 １４ ２４９,０００ ９5 １,２１７,３００ ２.７6 ８０6 6,４１３,９２6 ３.４３ ０ ０ １２ ３８,４００ ２.７７ 
高    知 ２ ３０,０００ ３３ ２３２,０００ ０.5３ ２２４ １,３８４,７７０ ０.７４ ２ ２,０２９ ２ ２,０２９ ０.１5 
徳    島 ３ 55,０００ ２5 ３８３,０００ ０.８７ １１6 ７８２,７７３ ０.４２ ０ ０ １ １,８４８ ０.１３ 
も み じ ０ ０ ０ ０ ０.００ ２ ７,９6７ ０.００ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
小　　計 38９ 5,54２,6９0 3,１34 38,７９6,９86 8７.83 １９,406 １66,545,6２8 8９.0１ １２ 5９,500 １3９ １,２45,86１ 8９.９９ 

信
用
金
庫

愛    媛 ７6 5２８,２００ ７２９ ４,２０5,０２０ ９.5２ ３,４７７ １5,１２７,２７6 ８.０８ ２ ２,８４４ １７ ４９,6８5 ３.5９ 
川 之 江 ２ １３,０００ ２０ １０１,5００ ０.２３ １6４ ８6８,３6７ ０.４6 ３ ２７,００6 ４ ３８,７９９ ２.８０ 
東    予 6 １７,5００ ７３ ４０７,5７０ ０.９２ ３７２ １,３９１,９5９ ０.７４ ０ ０ ３ １３,０３１ ０.９４ 
宇 和 島 5 ２２,5００ １１４ 5８８,８5０ １.３３ ７３７ ２,３８０,７１１ １.２７ ０ ０ 6 ３２,０１７ ２.３１ 
観 音 寺 ０ ０ ０ ０ ０.００ １ ８,２5０ ０.００ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
信 金 中 金 ０ ０ ０ ０ ０.００ ０ ０ ０.００ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
小　　計 8９ 58１,２00 ９36 5,30２,９40 １２.00 4,７5１ １９,７７6,56２ １0.5７ 5 ２９,850 30 １33,53２ ９.64 

朝 銀 西 ０ ０ ０ ０ ０.００ ０ ０ ０.００ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
県  信  連 ０ ０ ０ ０ ０.００ ０ ０ ０.００ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
単 一 農 協 ０ ０ ２ 5,１6０ ０.０１ 6 １２,56８ ０.０１ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
県 信 漁 連 ０ ０ ０ ０ ０.００ ０ ０ ０.００ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
農 林 中 金 ０ ０ ０ ０ ０.００ ０ ０ ０.００ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
商 工 中 金 ０ ０ ８ 6８,７２０ ０.１6 ７6 ７８３,０９９ ０.４２ ０ ０ １ 5,１２４ ０.３７ 
損 保 ・ 生 保 ０ ０ ０ ０ ０.００ ０ ０ ０.００ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
労 働 金 庫 ０ ０ ０ ０ ０.００ ０ ０ ０.００ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
そ  の  他 ０ ０ ０ ０ ０.００ ０ ０ ０.００ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
小　　　計 0 0 １0 ７3,880 0.１７ 8２ ７９5,66７ 0.43 0 0 １ 5,１２4 0.3７ 
合　　　　計 4７8 6,１２3,8９0 4,080 44,１７3,806 １00.00 ２4,２3９ １8７,１１７,85７ １00.00 １７ 8９,34９ １７0 １,384,5１７ １00.00 
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保証状況業種別保証状況

業種別保証状況　（平成 ２７ 年 １１ 月分） （単位：千円）

区　　　　　分
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高 代　　　位　　　弁　　　済

当　月　中 当　　月　　末 当　　月　　末 当　月　中 当　　月　　末
件数 金　額 件数 金　額 構成比 件数 金　額 構成比 件数 金　額 件数 金　額 構成比

製 造 業 ７6 １,０４４,９5０ 5９７ ７,56２,３９０ １７.１２ ４,０７6 ４０,6０5,７０３ ２１.７０ ２ １０,７７5 ４２ 6１２,２6７ ４４.２２ 
食 料 品 工 業 ８ １３９,０００ 6９ ９6９,８００ ２.２０ 5９２ 6,２７９,７９１ ３.３6 ０ ０ ９ ８２,１１０ 5.９３ 
繊 維 品 工 業 ９ １８３,０００ ７6 １,１5１,２０４ ２.6１ ４８０ 6,０２４,１４１ ３.２２ ２ １０,７７5 5 ３6,７８０ ２.66 
木 材 ・ 木 製 品 工 業 ３ ３5,０００ ２０ ２９３,２００ ０.66 １6８ ２,２２３,８９９ １.１９ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
家 具 ・ 建 具 工 業 ０ ０ １１ ４９,０００ ０.１１ ９９ ４８6,5４８ ０.２6 ０ ０ ０ ０ ０.００ 
紙 工 業 ４ ８８,０００ ３３ 6１３,２００ １.３９ ２７０ ３,８２１,４２6 ２.０４ ０ ０ １ ８,４３6 ０.6１ 
製 版 ・ 製 本 業 ２ １３,０００ 6 5２,０００ ０.１２ ２０ １３5,９９３ ０.０７ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
化 学 工 業 ０ ０ ４ １７０,０００ ０.３８ １９ ４４９,55７ ０.２４ ０ ０ ４ 6８,４０３ ４.９４ 
石 油 石 炭 製 品 工 業 ０ ０ ０ ０ ０.００ １ ２２,5００ ０.０１ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
ゴム ・ プラスチック工業 １ 5,０００ 6 5７,5００ ０.１３ ７９ ８１４,９１３ ０.４４ ０ ０ ４ ３２,5３４ ２.３5 
ゴ ム 製 品 製 造 業 ０ ０ ２ １１０,０００ ０.２5 5 66,４65 ０.０４ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
皮 革 工 業 ０ ０ ０ ０ ０.００ １ ３１5 ０.００ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
窯 業 ２ ８,０００ １９ ４１９,5００ ０.９5 １２１ １,5０３,65１ ０.８０ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
機 械 工 業 １４ ３０１,４5０ ７２ １,０９３,55０ ２.４８ 5２８ 5,９３０,０４７ ３.１７ ０ ０ ３ 5２,１5０ ３.７７ 
電 気 機 器 工 業 5 5０,０００ ２４ ４２5,０３6 ０.９6 １２２ １,5４6,２66 ０.８３ ０ ０ ７ ２5７,０７７ １８.5７ 
車 輌 工 業 ０ ０ ３ ２２,０００ ０.０5 １４ １７6,０１6 ０.０９ ０ ０ １ ３,０３２ ０.２２ 
船 舶 工 業 ３ １5,5００ ２２ ３6７,5００ ０.８３ １２７ １,４９２,１6７ ０.８０ ０ ０ ４ 6７,３８９ ４.８７ 
金 属 工 業 １２ １２２,5００ ８０ ８４１,０００ １.９０ ４８４ ４,９９１,5８９ ２.6７ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
ソ フ ト ウ ェ ア 業 ０ ０ １6 １6９,８００ ０.３８ １４２ １,０１6,6７７ ０.5４ ０ ０ １ １,７８７ ０.１３ 
情報処理サービス業 ０ ０ １ ２,０００ ０.００ ４ １２,９４７ ０.０１ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
農 林 漁 業 ０ ０ ３ １１,０００ ０.０２ ８ 5０,１８０ ０.０３ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
そ の 他 の 工 業 １３ ８４,5００ １３０ ７４5,１００ １.6９ ７９２ ３,56０,6１6 １.９０ ０ ０ ３ ２,56９ ０.１９ 

鉱        　  業 ０ ０ ０ ０ ０.００ ０ ０ ０.００ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
土  石 採 取 業 １ 55,０００ ７ １5０,０００ ０.３４ ３９ ４２７,３４6 ０.２３ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
木  材 伐 出 業 １ 6,０００ １ 6,０００ ０.０１ ４ ７,１８３ ０.００ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
建     設     業 １３１ １,７０９,７００ １,０８９ １０,８８１,０6８ ２４.6３ 5,９８９ ４３,３２８,5２９ ２３.１6 ７ ３７,４７０ ２７ １１９,４７１ ８.6３ 
卸     売     業 ４6 6８０,２９０ ４２３ 6,6８6,８４０ １5.１４ ２,７１5 ２5,８７5,７２３ １３.８３ ０ ０ １７ ８７,5７１ 6.３３ 
小     売     業 6１ 55１,９5０ 6３９ 5,８８０,１４０ １３.３１ ３,７１４ ２３,７２３,55４ １２.6８ ０ ０ ３１ ２２１,6７７ １6.０１ 
飲     食     店 ３１ １７２,３００ ２９２ １,４４９,０１４ ３.２８ １,5１９ 5,２5０,０７７ ２.８１ ２ １,０5９ １１ ３８,１４４ ２.７6 
不 　 動 　 産 　 業 １４ ３１２,７００ １０１ １,6０４,８２３ ３.6３ 6３１ 5,65１,３７７ ３.０２ ０ ０ ８ ４９,９４6 ３.6１ 
運     送     業 ２８ 6８７,０００ １８１ ３,４１４,6７０ ７.７３ １,０８８ １４,３０９,２７２ ７.65 ２ ２,０２９ １5 １０４,３８７ ７.5４ 
貨 物 運 送 取 扱 業 ０ ０ ０ ０ ０.００ １ １,７２４ ０.００ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
倉 　 　 庫 　 　 業 ０ ０ ２ ３5,０００ ０.０８ １７ １０6,４０４ ０.０6 ０ ０ ０ ０ ０.００ 
物 品 預 り ・ 駐 車 場 業 ０ ０ ２ ７,０００ ０.０２ １１ ４5,２４７ ０.０２ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
電気・ガス・熱供給・水道業 ０ ０ ４ ３３,5００ ０.０８ 5０ 6０6,９１6 ０.３２ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
印 　 　 刷 　 　 業 １ 5,０００ ２6 ２6７,８００ ０.6１ ２０３ １,6８１,７８４ ０.９０ ４ ３８,０１6 ４ ３８,０１6 ２.７5 
出 　 　 版 　 　 業 ０ ０ ３ １6,０００ ０.０４ ２４ １９２,７３１ ０.１０ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
サ  ー ビ ス 業 ８5 ８９5,１００ 6９３ 6,１３８,１6１ １３.９０ ４,０２４ ２5,０８７,３８２ １３.４１ ０ ０ １5 １１３,０３７ ８.１6 

物 品 賃 貸 業 6 １１１,０００ １5 ２5３,5００ ０.5７ １００ ７８８,３２７ ０.４２ ０ ０ １ ８55 ０.０6 
宿  泊  業 ２ １３,０００ １７ ２７７,８００ ０.6３ １３９ ２,０９４,８5９ １.１２ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
洗濯・理美容・浴場業 １２ １４３,5００ ９８ ４66,９００ １.０6 566 １,８８5,４３０ １.０１ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
その他の生活関連サービス業 １ １,5００ ８ ３２,5００ ０.０７ ９5 ９３３,８９１ ０.5０ ０ ０ １ ２,6０４ ０.１９ 
旅  行  業 ０ ０ ４ ３6,5００ ０.０８ ３７ １5３,９０３ ０.０８ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
映 画 ・ 娯 楽 業 ０ ０ １２ 5３,１９９ ０.１２ 6０ ３6７,９３5 ０.２０ ０ ０ ４ ７０,１２6 5.０７ 
広  告  業 ３ ３6,０００ １８ １９6,０００ ０.４４ １２０ ７８４,８４１ ０.４２ ０ ０ ４ 6,８２5 ０.４９ 
放  送  業 ０ ０ ０ ０ ０.００ ３ ３,４２6 ０.００ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
情報通信サービス業 ０ ０ 5 ７２,０００ ０.１6 ３０ １１5,555 ０.０6 ０ ０ ０ ０ ０.００ 
運 輸 サ ー ビ ス 業 ３ ２３,０００ ９ ４８,２００ ０.１１ ３７ １７９,９７３ ０.１０ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
職業紹介・労働者派遣業 ３ ２5,０００ ４ ３０,０００ ０.０７ ２０ ８２,８８5 ０.０４ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
その他の事業サービス業 ４ ２９,5００ 5９ ３４７,３００ ０.７９ ３４5 ２,１３０,655 １.１４ ０ ０ １ ７,6０２ ０.55 
専 門 サ ー ビ ス 業 １０ ２９,３００ ７９ ２２３,７３０ ０.5１ 5２３ １,３０２,65１ ０.７０ ０ ０ ２ ２２,８０6 １.65 
技 術 サ ー ビ ス 業 １３ １65,5００ ８３ 5０１,２００ １.１３ ２８４ １,２66,７９5 ０.6８ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
医 療 ・ 福 祉 業 １８ ２２5,８００ ２０３ ２,９5０,７００ 6.6８ １,０８5 ９,２７９,０７７ ４.９6 ０ ０ ２ ２,２１９ ０.１6 
廃 棄 物 処 理 業 5 ７４,5００ ４３ ４９０,5３２ １.１１ ２6８ ２,０７6,２１３ １.１１ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
教育・学習支援事業 ３ １０,5００ ２２ ７７,４００ ０.１８ １１6 6１３,４７４ ０.３３ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
その他のサービス業 ２ ７,０００ １４ ８０,７００ ０.１８ １９6 １,０２７,４９３ ０.55 ０ ０ ０ ０ ０.００ 

保 険 媒 介 代 理 業 １ ３００ １6 ３４,８００ ０.０８ １２１ １９5,９７８ ０.１０ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
郵 　 　 便 　 　 業 ０ ０ ０ ０ ０.００ ０ ０ ０.００ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
通 　 　 信 　 　 業 ０ ０ ０ ０ ０.００ ０ ０ ０.００ ０ ０ ０ ０ ０.００ 
インターネット付随サービス業 ２ ３,6００ ４ 6,6００ ０.０１ １３ ２０,９２７ ０.０１ ０ ０ ０ ０ ０.００ 

合　　　　計 4７8 6,１２3,8９0 4,080 44,１７3,806 １00.00 ２4,２3９ １8７,１１７,85７ １00.00 １７ 8９,34９ １７0 １,384,5１７ １00.00 
※平成 ２４ 年 １０ 月分統計より業種区分を変更したため、業種によっては変更前後での累計値等が一致しない場合があります。
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金額別・期間別・使途別保証状況

金額別保証状況　（平成 ２７ 年 １１ 月分）

期間別保証状況　（平成 ２７ 年 １１ 月分）

使途別保証状況　（平成 ２７ 年 １１ 月分）

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

区　　　分
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件数 金　額 件数 金　額 構成比 件数 金　額 構成比

１０００ 以下 ４０ ３5,０5０ ４９5 ４３７,７７０ ０.９９ ２,２55 １,２３３,5１１ ０.66
１０００ 超   ２０００ 以下 ４３ ７８,７００ 5２5 ９３９,７９０ ２.１３ ２,66２ ２,９１２,6４８ １.56
２０００ 超   ３０００ 以下 6１ １７７,４5０ 5７２ １,6３5,８７5 ３.７０ ３,０5０ 5,３４８,９１１ ２.８6
３０００ 超   5０００ 以下 １２２ 5７８,２９０ １,００１ ４,７０5,66０ １０.65 5,７65 １７,００３,5１6 ９.０９
5０００ 超  １００００ 以下 ７１ 6０6,6００ 5２８ ４,5１７,56０ １０.２３ ４,０３２ ２０,８７6,２２０ １１.１6
１００００ 超  １5０００ 以下 ２８ ３９6,０００ ２００ ２,７７０,４２４ 6.２７ １,３８０ １２,３８２,３８5 6.6２
１5０００ 超  ２００００ 以下 ２０ ３８７,０００ １７０ ３,２４３,９００ ７.３４ １,２９４ １5,９２6,８０７ ８.5１
２００００ 超  ３００００ 以下 ４４ １,２２０,８００ ２6８ ７,４66,３００ １6.９０ １,７5２ ３２,８０８,5４９ １７.5３
３００００ 超  5００００ 以下 ３１ １,３０４,０００ １８6 ８,１７6,6２８ １８.5１ １,２5９ ３6,１３6,6３８ １９.３１
5００００ 超  6００００ 以下 6 ３４７,０００ ４5 ２,5９８,９００ 5.８８ ２４４ ９,5０３,6２７ 5.０８
6００００ 超  ７００００ 以下 ３ ２００,０００ １７ １,１４6,０００ ２.5９ １１6 5,6９３,０８８ ３.０４
７００００ 超  ８００００ 以下 6 ４７３,０００ 55 ４,３55,０００ ９.８6 ３０３ １6,８5４,４２２ ９.０１
８００００ 超 １０００００ 以下 ２ ２００,０００ １１ １,０８6,０００ ２.４6 6０ ３,４6１,９２３ １.８5
１０００００ 超 １２００００ 以下 １ １２０,０００ ３ ３４４,０００ ０.７８ １5 １,１４１,２４８ ０.6１
１２００００ 超 １5００００ 以下 ０ ０ １ １5０,０００ ０.３４ １７ １,566,55３ ０.８４
１5００００ 超 ２０００００ 以下 ０ ０ ３ 6００,０００ １.３6 ３5 ４,２6７,８１０ ２.２８
２０００００ 超 ０ ０ ０ ０ ０.００ ０ ０ ０.００

合　　　　　計 4７8 6,１２3,8９0 4,080 44,１７3,806 １00.00 ２4,２3９ １8７,１１７,85７ １00.00

区　　　分
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件数 金　額 件数 金　額 構成比 件数 金　額 構成比

３カ月以下 ３ １７,０００ 5３ １,４９０,5００ ３.３７ １９ ４１5,０００ ０.２２
３ カ月超  6 カ月以下 ９ １２３,１００ １０３ ２,5３２,１００ 5.７３ ８４ １,７４０,１３３ ０.９３
6 カ月超  １ カ年以下 １７ ２８6,０００ １65 ３,66４,２5０ ８.３０ ２４０ 5,３6８,２56 ２.８７
１ カ年超  ２ カ年以下 １９ ２９９,０００ １２２ ９４5,８４０ ２.１４ ３９７ ３,２３5,２5３ １.７３
２ カ年超  ３ カ年以下 ３８ １5７,７００ ３７5 １,5１９,6００ ３.４４ １,5０２ ４,３８6,４6２ ２.３４
３ カ年超  ４ カ年以下 １４ １８２,０００ １１１ ９１４,２２０ ２.０７ 5０９ ２,７７6,４８6 １.４８
４ カ年超  5 カ年以下 ２6１ ２,０９９,２００ ２,１９８ １２,７１6,０７４ ２８.７９ １２,９８４ 5１,３０３,７6１ ２７.４２
5 カ年超  ７ カ年以下 6９ １,３８０,０９０ 56２ ９,７１5,5２９ ２１.９９ ４,７5８ ４７,０３８,３56 ２5.１４
７ カ年超 １０ カ年以下 ４８ １,5７９,８００ ３８２ １０,３７6,１９３ ２３.４９ ３,４９８ 6４,９１３,３８２ ３４.6９

１０ カ年超 ０ ０ ９ ２９９,5００ ０.6８ ２４８ 5,９４０,７6９ ３.１７
合　　　　　計 4７8 6,１２3,8９0 4,080 44,１７3,806 １00.00 ２4,２3９ １8７,１１７,85７ １00.00

区　　　分
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件数 金　額 件数 金　額 構成比 件数 金　額 構成比

運 転 資 金 ４２２ 5,6２７,４００ ３,6２３ ４１,３３０,４０４ ９３.56 ２１,４３5 １７１,４０6,９6４ ９１.6０
設 備 資 金 ２３ １０９,5９０ ２７０ １,４１１,９１０ ３.２０ １,８２２ ９,９４０,４３１ 5.３１
運 転 設 備 資 金 ３３ ３８6,９００ １８７ １,４３１,４９２ ３.２４ ９８２ 5,７７０,４6２ ３.０８

合　　　　　計 4７8 6,１２3,8９0 4,080 44,１７3,806 １00.00 ２4,２3９ １8７,１１７,85７ １00.00
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保証状況市町制度保証状況

市町制度保証状況　（平成 ２７ 年 １１ 月分） （単位：千円）

振　興　資　金
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件　数 金　　額 件　数 金　　額 件　数 金　　額

市

四 国 中 央 １３ ４３,３００ ８6 ２6２,３００ ４55 ８９４,９１４
新 居 浜 １２ ４１,０００ ９6 ３２０,７７０ ３７８ ７９９,２９９
西     条 ２２ ８5,０００ １5７ 55７,０5０ ７７１ １,6７３,８７７
今 　 　 治 ２９ ９８,３００ ２００ 5８２,66０ ８２７ １,７０３,３０３
松 　 　 山 ８７ ２6７,８5０ ８１７ ２,5０７,７２４ ３,5１6 ８,１6９,７４２
東     温 ０ ０ １6 ４5,７００ １２5 ２１5,３０２
伊 　 　 予 ０ ０ １ ２,７３０ ２5 5０,７6２
大 　 　 洲 ７ １７,０００ ４5 １２８,７００ １８７ ３８３,４6３
八 幡 浜 ４ １6,０００ ４３ １２８,９００ １65 ３０6,８３７
西 　 　 予 5 ２０,９００ ３９ １２８,２００ １5１ ３０７,９１6
宇 和 島 １０ ４２,5００ １４２ ４１5,65０ ８８5 １,65７,6９３
小　　計 １8９ 63１,850 １,64２ 5,080,384 ７,485 １6,１63,１06

町

久 万 高 原 ０ ０ ０ ０ １ ７３5
内 　 　 子 １ １,０００ ３ ４,０００ ２３ ３７,２４２
伊 　 　 方 ０ ０ ０ ０ ０ ０
鬼 　 　 北 ０ ０ ０ ０ １ １７5
松 　 　 野 ０ ０ ０ ０ ２ ２,０７８
愛 　 　 南 ０ ０ ４ １２,０００ １5 ２6,5０９
小　　計 １ １,000 ７ １6,000 4２ 66,７3９

合　　　　計 １９0 63２,850 １,64９ 5,0９6,384 ７,5２７ １6,２２９,845

季　節　資　金
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件　数 金　　額 件　数 金　　額 件　数 金　　額

松 山 ０ ０ １ １,０００ １ ２００
今 治 ０ ０ ０ ０ ０ ０
新 居 浜 ０ ０ ０ ０ ０ ０

合　　　　計 0 0 １ １,000 １ ２00

振興資金（緊急）
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件　数 金　　額 件　数 金　　額 件　数 金　　額

四 国 中 央 ３ １７,０００ ２１ １２２,１００ ７１ ３２２,6７４
新 居 浜 ２ １０,5００ ２０ １１４,０００ １３８ 5４８,７66
今 治 ７ ４７,４００ 56 ４０４,４００ ３２5 １,5０４,９７5
松 山 ０ ０ ０ ０ ２２８ ８０９,８5０
八 幡 浜 １ １０,０００ １１ ７７,０００ 6７ ２８6,９８２
西 予 ３ ２７,０００ １２ ９７,０００ 5４ ２5４,１９７

合　　　　計 １6 １１１,９00 １２0 8１4,500 883 3,７２７,443

振興資金（経営安定化）
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件　数 金　　額 件　数 金　　額 件　数 金　　額

松 山 ０ ０ ２１ ８6,８００ 66０ １,5１5,２８８
今 治 ０ ０ １４ 5１,０００ １5２ ３３８,４３6

合　　　　計 0 0 35 １3７,800 8１２ １,853,７２4

設備近代化資金
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件　数 金　　額 件　数 金　　額 件　数 金　　額

松 山 １ ３,０００ ３5 １３０,９5０ ３０４ 65１,９８２
（う　ち　公　害） （      ０） （             ０） （      ０） （             ０） （      ０） （             ０）
今 治 ２ 5,１９０ ８ ３１,5９０ ３０ ９３,１5３

合　　　　計 3 8,１９0 43 １6２,540 334 ７45,１35

小　口　資　金
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件　数 金　　額 件　数 金　　額 件　数 金　　額

今 治 ０ ０ ０ ０ １ ７5０
合　　　　計 0 0 0 0 １ ７50
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　平成 ２７ 年 １１ 月末現在における各店舗別の信用保証状況を債務残高と保証承諾をベースに「ランキング 
ベスト １０」に集計しました。
　今後とも県内中小企業金融の円滑化に、一層のご協力と信用保証の利用をお願いいたします。

前
月
順
位

順
　
位

金 融 機 関 名
保証債務残高

件　数 金　額（千円）

１  １ 愛 媛 銀 行 本店営業部 5４5 ７,２２９,３０5
２  ２ 伊 予 銀 行 新居浜支店 ４66 6,０１４,３２９
３  ３ 伊 予 銀 行 本店営業部 ３１７ 5,5０３,３5０
４  ４ 伊 予 銀 行 今治支店 ３８２ 5,２８１,８２6
5  5 伊 予 銀 行 西条支店 ４７３ ４,5２３,１5１
6  6 伊 予 銀 行 宇和島支店 ３４２ ３,７８6,6０３
７  ７ 伊 予 銀 行 本町支店 ２８８ ３,２３２,5７９
９  ８ 伊 予 銀 行 八幡浜支店 ２４5 ２,９２３,８１5
８  ９ 伊 予 銀 行 川之江支店 ２２6 ２,８１１,４０5
１０  １０ 伊 予 銀 行 大洲支店 ２２１ ２,6８１,０４３

前
月
順
位

順
　
位

金 融 機 関 名
保証承諾（当月中）

件　数 金　額（千円）

１８  １ 伊 予 銀 行 本店営業部 １２ ４４１,８００
１  ２ 愛 媛 銀 行 本店営業部 １２ ３２6,４００
5  ３ 伊 予 銀 行 新居浜支店 １０ ２5７,０００
6  ４ 伊 予 銀 行 今治支店 ８ ２４９,０００
８  5 伊 予 銀 行 八幡浜支店 6 １９０,０００
２  6 伊 予 銀 行 三島支店 6 １７３,０００
３４  ７ 伊 予 銀 行 本町支店 １１ １5３,０００
７８  ８ 広 島 銀 行 今治支店 ８ １３４,０００
３７  ９ 伊 予 銀 行 空港通支店 ９ １２９,5００
6３  １０ 愛 媛 銀 行 八幡浜支店 ４ １２４,０００

前
月
順
位

順
　
位

金 融 機 関 名
保証承諾（累計）

件　数 金　額（千円）

１  １ 愛 媛 銀 行 本店営業部 １１5 ３,３９９,１２２
２  ２ 伊 予 銀 行 今治支店 5８ １,０８８,８００
１０  ３ 伊 予 銀 行 本店営業部 ３７ ９７２,３００
４  ４ 広 島 銀 行 松山支店 5９ ９１２,２5０
８  5 伊 予 銀 行 新居浜支店 56 ９０４,３5０
３  6 愛 媛 銀 行 今治支店 ４１ ８6４,０００
5  ７ 愛 媛 銀 行 新居浜支店 ４７ ７４6,７００
７  ８ 伊 予 銀 行 川之江支店 ３5 ７３４,5００
6  ９ 愛 媛 銀 行 西条支店 55 ７２5,１００
９  １０ 愛 媛 銀 行 宇和島支店 ４０ 66７,０００

10

10

10

ベスト

ベスト

ベスト

（当月中）

（累計）

ランキングベスト １0　─ １１ 月の信用保証ランキング ─
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保証状況金融機関店舗別保証状況

店　　舗　　名
保　　　　　証　　　　　承　　　　　諾 保　証　債　務　残　高 代　位　弁　済

当　　月　　中 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 代弁率
（％）件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額

みずほ 松 山 ０ ０ ０.００ ０ ０ ０.００ １３ ９２,８２４ 6８.３３ ０ ０ ０.００ 
今 治 ０ ０ ──── ３ １０6,０００ ２65.００ １１ ３３6,０5２ １２０.6８ ０ ０ ０.００ 
高 松 ０ ０ ──── ０ ０ ０.００ １ 6２,８４6 ８４.6０ ０ ０ ０.００ 

計 0 0 0.00 3 １06,000 60.5７ ２5 4９１,７２２ １00.64 0 0 0.00 

りそな 天 六 ０ ０ ──── ０ ０ ──── １ ３３,３４０ ７6.９３ ０ ０ ０.００ 
計 0 0 ──── 0 0 ──── １ 33,340 ７6.９3 0 0 0.00 

三井住友 新 居 浜 ０ ０ ──── ０ ０ ──── １３ ８１,5７5 ４１.２４ ０ ０ ０.００ 
松 山 ０ ０ ──── ０ ０ ──── ２ 6,０55 ２９.９８ ０ ０ ０.００ 
備 後 町 ０ ０ ──── ０ ０ ──── １ １,65０ ４5.１6 ０ ０ ０.００ 
渋谷駅前 ０ ０ ──── ０ ０ ──── １ ２,０３6 ８０.5４ ０ ０ ０.００ 

計 0 0 ──── 0 0 ──── １７ ９１,3１6 40.７3 0 0 0.00 

三菱東京 高松中央 ０ ０ ──── １ ４5,０００ １5０.００ ８ １８２,４２１ ８９.6８ ０ ０ ０.００ 
高 松 ０ ０ ──── ２ ８０,０００ ８００.００ 5 １３４,００９ ２９９.９０ ０ ０ ０.００ 
大 阪 西 ０ ０ ──── ０ ０ ──── ２ １７,5９１ 66.5４ ０ ０ ０.００ 

計 0 0 ──── 3 １２5,000 3１２.50 １5 334,0２１ １２１.6７ 0 0 0.00 

伊予 本 店 １２ ４４１,８００ ８４９.6２ ３７ ９７２,３００ ８6.２９ ３１７ 5,5０３,３5０ ８5.８３ ０ ０ ０.００ 
本 町 １１ １5３,０００ ２１5.４９ ３４ ４３5,5００ ４３.４２ ２８８ ３,２３２,5７９ ９5.5１ １ １９３ ０.０１ 
潮 見 １ ３,８００ １９０.００ １４ １０３,３００ 5８.９３ １０３ ７０２,０８７ ８４.３９ ０ ０ ０.００ 
松山駅前 ４ ９０,０００ ３８.９6 ２４ ２5７,０００ ４４.０１ １９８ １,5９８,７０5 ９８.5２ ０ ０ ０.００ 
湊 町 ４ ７5,０００ 65.6２ １９ ２７４,１００ ７０.００ １９３ １,８３１,２０5 ８5.００ ０ ０ ０.００ 
小 栗 １ ３,０００ １２０.００ １２ １０３,5００ ４5.４９ ８１ 5３９,７１２ ９０.７７ １ １,5３０ ０.２７ 
立 花 １ ８,２００ ──── ８ 5０,７００ ７２.０２ 6８ ２８6,３９１ ８７.７８ ０ ０ ０.００ 
新 立 １ ２２,０００ ──── 6 6８,5００ ４７.5７ ４９ ３３０,6１７ ７6.９４ ０ ０ ０.００ 
大 街 道 ３ １１,８００ １１８.００ １７ １４6,７００ 5２.３０ １２３ ７７８,３１７ ８３.5７ ０ ０ ０.００ 
一 万 5 １２３,０００ １5３.７5 ２１ ２5１,２００ １6７.6９ １０5 ８７３,5８6 ９２.２０ ２ ２１,７２４ ２.３２ 
道 後 １ ３,０００ １７.65 １5 ２２２,5００ 6０.８０ １８１ １,８４８,２6１ ９２.２２ ０ ０ ０.００ 
東 野 １ １３,０００ ──── 5 ３８,０００ ３１.6７ ４5 ２３０,655 ８８.７８ ０ ０ ０.００ 
三 津 浜 5 ７5,０００ ８5.２３ ２４ ２０４,１００ ４5.１０ ２２6 ２,００７,８７７ ９１.１０ ０ ０ ０.００ 
水産市場 １ ４０,０００ ──── ２ ４２,5００ ──── ７ １００,２３７ ９5.5８ ０ ０ ０.００ 
問 屋 町 ２ ３5,０００ ７０.００ ２２ ２5９,０００ ３5.７２ １９０ １,７１6,４２２ ９４.5８ ０ ０ ０.００ 
中央市場 ０ ０ ０.００ ３ ８０,5００ 56.８９ ３７ ３４２,１０１ ８８.４７ ０ ０ ０.００ 
空 港 通 ９ １２９,5００ ２5９.００ ３７ ２８８,３００ ３４.８８ ２66 ２,２４０,７２０ ９１.７０ ２ ４９,４０８ ２.１３ 
余 戸 １ ３,０００ 6.００ ２０ ２65,０００ 6７.5３ １７０ １,３5０,１４８ ９７.０８ ０ ０ ０.００ 
味 生 ０ ０ ──── １０ １２３,０００ ８９.１３ 5７ ３０３,２３７ ７７.２７ １ ３,０３２ ０.９6 
石 井 １ ７,０００ ８.１４ １０ １１０,5００ ４０.１４ １１5 １,０２5,6２３ ８９.９０ ０ ０ ０.００ 

椿 ２ １5,０００ １８.０７ １３ 65,０００ ２２.８３ １２３ ７5７,８７８ ９０.４７ １ ８55 ０.１１ 
久 米 ２ ７,０００ ７０.００ ２０ ２８6,４９２ ８４.９４ １３5 ９6２,5３３ １１０.6１ １ ８,４４７ ０.８９ 
福 音 寺 １ 5,０００ ２０.８３ １２ ９３,０００ ４８.２４ １０３ ８２２,７０6 ９5.56 ０ ０ ０.００ 
小 野 ２ ８,０００ ３２０.００ ７ ４３,０００ ４９.１４ 56 ４１０,８１３ １１４.７２ ０ ０ ０.００ 
堀 江 ０ ０ ０.００ ２ 5,０００ ２.２４ 6７ ４７１,１２７ ７８.０5 ０ ０ ０.００ 
和 気 ０ ０ ０.００ 5 ２３,４００ １４.３6 6１ ４３6,７０１ ８5.０７ ０ ０ ０.００ 
森 松 ０ ０ ０.００ ２０ １１４,７００ 5４.6８ １３８ ７７９,８０5 ９２.5３ ０ ０ ０.００ 
中 島 ０ ０ ──── １０ ７３,８００ １８４.5０ ２１ １5２,6７９ ９９.７７ ０ ０ ０.００ 
北 条 ２ ４,０００ ２１.０5 １９ 55,２００ ２6.１１ １８０ １,０４８,８４１ ８２.２７ ９ ９９,９９２ ８.７９ 
横 河 原 １ １７,０００ ４２5.００ ７ ８９,０００ 6９.5３ ７４ 5８１,66９ ８８.１４ ０ ０ ０.００ 
川 内 １ １４,０００ １55.56 6 １８７,０００ １１７.９８ ７３ ７８７,７７5 １０１.７０ ０ ０ ０.００ 
砥 部 ２ ２１,０００ １１４.１３ ８ ８１,5００ ３３.65 ９９ 5４０,655 ８９.０８ ０ ０ ０.００ 
松 前 ２ ４４,０００ １２７.5４ ２４ ３４４,6００ ４９.6０ １４９ １,７6８,４２０ ９１.55 ０ ０ ０.００ 
郡 中 5 5２,０００ ──── ２２ ２２6,９１０ 6８.３７ １55 １,４０6,２７４ ８７.８９ ０ ０ ０.００ 

※代弁率は年度初めから当該月までの平均残高により算出したものです。

平成 ２７ 年 １１ 月分 （単位：千円）
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店　　舗　　名
保　　　　　証　　　　　承　　　　　諾 保　証　債　務　残　高 代　位　弁　済

当　　月　　中 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 代弁率
（％）件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額

伊予 上 灘 １ １１,5００ ２３０.００ ３ ２１,5００ 5９.７２ １３ ７９,３３6 ８４.８４ ０ ０ ０.００ 
中 山 ０ ０ ──── ２ 5８,０００ ２３２.００ ２０ １１７,１９０ ８6.２３ ０ ０ ０.００ 
久 万 １ 6０,０００ ──── ８ １6４,２１３ ９２.７８ 5２ 5４９,３８９ ８９.７８ １ １３,6００ ２.４４ 
小 田 ０ ０ ──── １ ８,７００ 5４.３８ ０ ０ ０.００ ０ ０ ０.００ 
今 治 ８ ２４９,０００ ３８７.８5 5８ １,０８８,８００ 66.７８ ３８２ 5,２８１,８２6 ８6.5０ ０ ０ ０.００ 
中 浜 ３ １４,９９０ ３７.４８ ２８ ３７８,９９０ ９４.８７ １5０ １,5７２,７２３ ９４.55 ０ ０ ０.００ 
日 吉 ７ 66,０００ ──── ２5 ３４４,３００ 5０.２6 ２０6 １,８２９,７１４ ８４.８２ ４ ２８,6７４ １.４９ 
今 治 南 ３ ９,２００ ２４.８6 ９ ９７,２００ １０４.5２ ７９ 5９２,０７４ ９０.７４ ０ ０ ０.００ 
波 止 浜 ２ １5,０００ 5００.００ １１ ８２,5００ ２０３.７０ ９３ 6７４,４７２ ８０.９７ ０ ０ ０.００ 
鳥 生 ２ 5０,０００ ８6.２１ １5 １８８,８００ ７９.１6 １１７ ９０３,5３４ ９２.８８ ０ ０ ０.００ 
桜 井 ０ ０ ０.００ 5 ３１,０００ ７6.5４ ８6 ４１２,４6２ ７９.6４ ０ ０ ０.００ 
菊 間 １ 5,０００ １４.２９ １０ 6９,０００ ９７.１８ 5１ ４１２,１３７ ８5.6１ １ ７,１４6 １.6４ 
大 島 ０ ０ ０.００ ７ ９７,０００ ３１.１９ ９７ ８９８,１０１ ８6.０４ ０ ０ ０.００ 
伯 方 １ 5,０００ ──── ７ １７７,０００ ７１.０８ 55 6７5,０８３ １０７.３6 ０ ０ ０.００ 
宮 浦 5 １１０,０００ ３5４.８４ １０ １４０,０００ ３８８.８９ ３４ ２７８,０２5 １０5.９９ １ １,65３ ０.66 
新 居 浜 １０ ２5７,０００ １１5.７７ 56 ９０４,３5０ 5７.８０ ４66 6,０１４,３２９ ８７.０３ 6 5１,6３７ ０.８２ 
角 野 ３ ３８,０００ １３１.０３ ２３ ２２８,１００ ４5.７２ １6７ １,７56,０３９ ９３.１８ ０ ０ ０.００ 
新居浜東 ２ 6,８００ １７.８９ １３ １０７,5００ 6８.９１ １１０ ７４１,４6７ ９４.００ ０ ０ ０.００ 
中 萩 ２ ８４,０００ 5０９.０９ １０ １４４,０００ 6０.８９ １０８ ９65,９5９ ８6.４４ ２ １,１２０ ０.１１ 
土 居 ３ １5,０００ １３6.３6 １３ ８０,5００ 6４.４０ １１5 ７０6,66９ ９３.5７ ０ ０ ０.００ 
三 島 6 １７３,０００ ３９３.１８ ２5 5８6,０００ １４２.４１ ２０5 ２,０８８,３6１ ９２.４１ ２ ４２,１6２ ２.０１ 
川 之 江 ７ ７２,０００ ３,6００.００ ３5 ７３４,5００ １１８.４３ ２２6 ２,８１１,４０5 １００.１5 ０ ０ ０.００ 
西 条 １１ １０７,5００ ３5.２5 5８ 5３２,３００ ４４.２７ ４７３ ４,5２３,１5１ ９０.6４ ０ ０ ０.００ 
三 芳 １ 5,０００ ──── １5 ２７４,８００ ８４８.１5 ８6 ８１４,４９９ ９２.5３ ０ ０ ０.００ 
壬 生 川 ４ 5９,０００ １７８.７９ ２２ ２３２,5００ 6９.6１ １5１ １,３００,７４９ １０２.１４ ０ ０ ０.００ 
丹 原 ０ ０ ──── １ ２０,０００ ７２.７３ ３７ ２5９,４０９ １１７.３０ ０ ０ ０.００ 
小 松 ２ ７,5００ １5０.００ １３ １３２,０００ ８5.１6 ７７ 6９１,２6２ ９４.３２ ０ ０ ０.００ 
八 幡 浜 6 １９０,０００ １２5.００ ２８ 5０８,０００ 6８.３０ ２４5 ２,９２３,８１5 ９３.２２ ０ ０ ０.００ 
大洲本町 ０ ０ ０.００ ４ ２０,７００ １４.８９ 5０ ３７８,９７７ ９０.４９ ０ ０ ０.００ 
大 洲 ４ ４5,5００ ８２.７３ ３３ 56２,３００ 5７.5８ ２２１ ２,6８１,０４３ ９１.７７ ０ ０ ０.００ 
長 浜 ２ ４,０００ ２6.6７ ７ 5８,３００ 5０.９２ 5１ ７４７,４5９ ９２.０１ ０ ０ ０.００ 
五 十 崎 ０ ０ ──── ３ 6４,０００ ４6.０４ ４９ ４6８,5９１ ８７.４6 ０ ０ ０.００ 
内 子 ３ １5,０００ ──── ９ １5９,０００ １２6.１９ 6９ ７４5,８5４ １１８.７１ ０ ０ ０.００ 
川 之 石 ０ ０ ──── １ ３,８００ １２6.6７ ３２ １２０,９８０ ３９.１３ ０ ０ ０.００ 
伊 方 １ ４,０００ ──── ３ 6１,０００ ３２９.７３ １９ ８９,１１２ １０８.6３ ０ ０ ０.００ 
三 机 ０ ０ ──── １ 5,０００ ３３３.３３ ２ 6,１７5 66.７１ ０ ０ ０.００ 
三 崎 ０ ０ ０.００ １ ３,０００ 6.００ ２０ １４5,０66 ８３.２７ ０ ０ ０.００ 
三 瓶 ０ ０ ０.００ ７ 6７,5００ １１０.66 ４２ ２７０,０２6 ８5.０７ ０ ０ ０.００ 
宇 和 島 ３ １１5,０００ ９5.８３ ３８ 5３７,４００ 5９.００ ３４２ ３,７８6,6０３ ８８.４１ ９ 6４,７４２ １.6２ 
追 手 ０ ０ ──── ０ ０ ０.００ １ ７１１ ７７.７０ ０ ０ ０.００ 
卯 之 町 ２ ７,９００ ２6.３３ １１ １０5,４００ 6１.９３ ９４ 6９１,３5３ ９２.5０ ０ ０ ０.００ 
野 村 ２ １７,０００ ──── １８ １5９,5００ １２１.７6 6７ 5１３,０65 ９４.３９ ３ ２,０5７ ０.４１ 
高 山 ０ ０ ０.００ １ ３5,０００ ４6.6７ １４ １３７,6２6 ８5.56 ０ ０ ０.００ 
吉 田 ４ ４5,０００ ４5０.００ 5 5０,０００ ４３.４８ ４８ ２９４,２３6 ７７.5２ ０ ０ ０.００ 
近 永 ０ ０ ──── １１ １７5,０００ ３２４.０７ ４９ 55７,5４１ １０８.９４ ０ ０ ０.００ 
松 丸 ０ ０ ──── １ １０,０００ ──── １３ 5８,０6７ ７４.９９ ０ ０ ０.００ 
岩 松 ０ ０ ０.００ 6 １１０,０5０ １２０.２７ ４１ ２65,6０９ １２２.９０ ０ ０ ０.００ 
愛 南 １ １２,０００ ──── １２ １6１,０００ ４２３.6８ ８０ 6９１,２5９ ９７.２８ ０ ０ ０.００ 
高 岡 ０ ０ ──── ０ ０ ──── ２ ３6８ ４８.９４ ０ ０ ０.００ 
富 田 ４ 5０,３００ １5２.４２ １２ ９5,5０４ ７９.２6 ７２ ４３２,３８２ ８８.２９ １ 5,5９０ １.２6 
古 川 １ 5,０００ ３０.３０ ２４ １３０,７００ 5９.８２ １２９ 6０5,5２２ ９6.０９ １ ２,９７１ ０.４７ 
牛 渕 ０ ０ ──── ９ ４７,０００ ７１.７6 6３ ２８6,55２ ９７.２１ ０ ０ ０.００ 
原 町 ３ ７２,８5０ ８０９.４４ ８ １１８,３5０ ９７.７３ 5０ ３5０,5７１ ９３.０２ ０ ０ ０.００ 
日 高 ０ ０ ──── ０ ０ ──── 5 ４３,6２８ ７８.66 ０ ０ ０.００ 
丸 亀 ０ ０ ──── ０ ０ ０.００ ２ ４２,３5８ ７０.１９ ０ ０ ０.００ 
三 津 東 ０ ０ ──── ２ ４,０００ １３３.３３ ７ １０,４6１ ９４.４９ ０ ０ ０.００ 
桑 原 １ ３０,０００ ──── 5 ９6,９００ 6０.００ ４5 ３55,３65 ８２.９１ ０ ０ ０.００ 

※代弁率は年度初めから当該月までの平均残高により算出したものです。

平成 ２７ 年 １１ 月分 （単位：千円）
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保証状況

店　　舗　　名
保　　　　　証　　　　　承　　　　　諾 保　証　債　務　残　高 代　位　弁　済

当　　月　　中 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 代弁率
（％）件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額

伊予 観 音 寺 ０ ０ ──── ０ ０ ──── １ ２４,９65 ８４.０４ ０ ０ ０.００ 
岡 山 南 ０ ０ ──── ０ ０ ──── ０ ０ ０.００ １ １１,１5０ １３４.４5 
大 西 １ ２０,０００ ──── 6 ９０,5００ １２5.6９ 5３ ３７5,８７３ １０5.２７ ０ ０ ０.００ 

計 ２0７ 3,4７8,１40 １２6.66 １,２64 １6,34７,２5９ 65.２１ ９,88７ ９２,8２0,２７8 ９0.6７ 50 4１７,68２ 0.44 

四国 松 山 １ 6,5００ ──── ７ ７5,３００ 6８.４5 ４４ ３３８,１5３ 6０.３３ ０ ０ ０.００ 
松山本町 ０ ０ ──── ３ ２6,０００ ４４.８３ １７ １４6,０８２ ８７.5８ ０ ０ ０.００ 
松 山 南 ０ ０ ──── ４ 5０,０００ ４5.８７ ３5 ２5７,０6１ ９２.6９ ２ ２,４８４ ０.９３ 
今 治 １ ２,5００ ──── ４ １９,5００ ──── ４７ 66９,９２９ ８７.７１ ０ ０ ０.００ 
八 幡 浜 ０ ０ ──── １０ １１４,5００ ２１6.０４ ３８ ２９２,９5９ ９４.6１ ０ ０ ０.００ 
宇 和 島 ０ ０ ０.００ ７ ４０,5００ ３８.０３ 56 55１,１９１ ８８.２5 ０ ０ ０.００ 
御 荘 ０ ０ ──── ０ ０ ──── ３ 5,９９5 55.７１ ０ ０ ０.００ 
松 山 西 ０ ０ ０.００ ２ ７5,０００ ３８.０７ ２８ ３２5,８４９ １１１.5２ ０ ０ ０.００ 
四国中央 ０ ０ ０.００ ０ ０ ０.００ ８ 6３,０5９ ７９.３８ ０ ０ ０.００ 

計 ２ ９,000 ９.8７ 3７ 400,800 5９.７6 ２７6 ２,650,２７７ 85.９１ ２ ２,484 0.0９ 

百十四 松 山 １ 5,０００ 6２.5０ １７ ２９6,5００ １6０.７０ ９6 １,０6１,5７８ １１6.７３ １ ９１１ ０.０９ 
新 居 浜 ０ ０ ０.００ １ ３０,０００ 6３.１6 5２ 6２３,１７１ ７6.９２ ０ ０ ０.００ 
三 島 ０ ０ ──── ０ ０ ０.００ ３6 ２７９,３３４ 65.４７ ０ ０ ０.００ 
今 治 １ ７,０００ ──── 5 ３８,０００ ３6.１９ 55 5３４,４８９ ７１.０２ ０ ０ ０.００ 
西 条 ３ １１,5００ ２３０.００ １１ ３5,２5０ ４０.７０ １０４ ４９２,７２１ ８０.９6 ０ ０ ０.００ 
坂出東部 ０ ０ ──── ０ ０ ──── １ ２,6３２ ３９.6４ ０ ０ ０.００ 

計 5 ２3,500 １6２.0７ 34 3９９,７50 8７.55 344 ２,９９3,９２4 85.２0 １ ９１１ 0.03 

阿波 松 山 １ ３5,０００ ──── ４ ７７,０００ ７０.6４ 6０ 5４８,6９４ ８5.０３ ０ ０ ０.００ 
池 田 ０ ０ ──── ０ ０ ──── １ １２,6７２ ７４.5２ ０ ０ ０.００ 
藍 住 ０ ０ ──── ０ ０ ──── ２ ３３,４6０ ８5.３１ ０ ０ ０.００ 
鳴 門 １ ３７,０００ ──── １ ３７,０００ ──── １ ３７,０００ １７０.７３ ０ ０ ０.００ 

計 ２ ７２,000 ──── 5 １１4,000 １04.5９ 64 63１,8２6 8７.3７ 0 0 0.00 

広島 松 山 ７ ８９,２5０ １１７.４３ 5９ ９１２,２5０ １３０.４１ １７９ １,８８３,１９１ １０１.３４ １ ３,０１９ ０.１6 
今 治 ８ １３４,０００ 6７.３４ ３０ ４７5,３００ 6１.２6 １6３ １,6００,９９０ ７４.１８ ０ ０ ０.００ 
伊予西条 ２ １5,０００ ──── ２０ １８１,０００ ７１.９７ １３４ ８56,８００ ８３.6３ ０ ０ ０.００ 
新 居 浜 ４ ４７,０００ ７８.３３ １３ ２１０,２００ 65.１８ ７９ １,１２０,３９5 ９７.４３ ０ ０ ０.００ 
三 島 ０ ０ ０.００ ２３ ２９5,２００ １０１.８6 １１３ ８４１,７２３ ８８.４４ ０ ０ ０.００ 
川 之 江 １ 5,０００ １３.８９ １１ １１８,5００ ７5.７２ 6２ 5９０,２８４ ９6.5９ ０ ０ ０.００ 
因 島 ０ ０ ──── ０ ０ ０.００ 6 ２３９,０３１ ８４.７３ ０ ０ ０.００ 
木 江 ０ ０ ──── ０ ０ ──── １ ８,１6３ １２5.３１ ０ ０ ０.００ 
岩 国 ０ ０ ──── ０ ０ ──── ２ 6,6９6 ３6.９5 ０ ０ ０.００ 

計 ２２ ２９0,２50 ７７.40 １56 ２,１９２,450 8７.54 ７3９ ７,１4７,２７3 88.6７ １ 3,0１９ 0.04 

中国 川 之 江 ０ ０ ０.００ ０ ０ ０.００ ３９ 5１5,２７７ ８８.１９ ０ ０ ０.００ 
丸 亀 ０ ０ ──── ０ ０ ──── ２ ３１,３２０ 6９.１０ ０ ０ ０.００ 

計 0 0 0.00 0 0 0.00 4１ 546,5９７ 86.8１ 0 0 0.00 

山口 松 山 １ ２,０００ １.８２ １１ １８5,０００ ７８.７２ ４８ ８８6,２２７ １０5.０９ ０ ０ ０.００ 
今 治 ０ ０ ──── ０ ０ ０.００ ９ １２３,３７３ 5０.３２ ０ ０ ０.００ 
尾 道 ０ ０ ──── １ １０,０００ ──── ２ ９,７１２ 6９９.７１ ０ ０ ０.００ 

計 １ ２,000 １.8２ １２ １９5,000 55.3２ 5９ １,0１９,3１２ ９3.53 0 0 0.00 

西日本 若 松 ０ ０ ──── ０ ０ ──── １ ４,１０８ ３6.４８ ０ ０ ０.００ 
広 島 ０ ０ ──── ０ ０ ──── ２ ９,１７８ ９７.９３ ０ ０ ０.００ 

計 0 0 ──── 0 0 ──── 3 １3,２86 64.40 0 0 0.00 

愛媛 本 店 １２ ３２6,４００ １３４.6０ １１5 ３,３９９,１２２ １２１.８２ 5４5 ７,２２９,３０5 ９９.１5 6 ２７８,９０5 ３.８１ 
中央市場 ０ ０ ──── ０ ０ ０.００ ７ ３９,８１８ ７９.２6 ０ ０ ０.００ 
水産市場 ０ ０ ──── ２ ２２,5００ ４5０.００ １０ ７5,１０９ １０5.6７ ０ ０ ０.００ 

※代弁率は年度初めから当該月までの平均残高により算出したものです。

平成 ２７ 年 １１ 月分 （単位：千円）
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店　　舗　　名
保　　　　　証　　　　　承　　　　　諾 保　証　債　務　残　高 代　位　弁　済

当　　月　　中 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 代弁率
（％）件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額

愛媛 末 広 町 １ 5,０００ ４.１３ ３７ ２７９,３７３ ８１.6９ １6３ ８２１,6８４ ７９.０２ ４ ３８,１４３ ４.１７ 
大 街 道 ３ １5,5００ １55.００ ３5 ２３９,４6４ １８８.55 １８5 １,０９７,０４6 １０１.３８ ０ ０ ０.００ 
道 後 １ ３００ １5.００ １４ ４０８,８００ １３5.6８ １１４ １,３９９,5１5 １０４.6１ ３ ３,７２９ ０.２９ 
本 町 １ 5,０００ ４.6３ ４９ ４４８,１００ １０９.９９ １４３ １,０２４,55３ １０6.6７ ０ ０ ０.００ 
三 津 浜 ２ ４,5００ ──── ２４ ２２４,８００ １１８.6３ １5９ １,０９４,４７０ ８８.３４ ７ 6７,７９１ 5.７6 
立 花 ２ 6,5００ １０.８３ ２４ １８３,７5０ ８6.6９ １１４ 6２４,７２９ ９5.７９ ０ ０ ０.００ 
久 米 5 ４5,０００ ４１.6７ ２９ ２5８,９００ ７6.０6 １２２ １,０３6,４９４ １０８.３７ ３ ３,７９２ ０.３８ 
余 戸 １ ８,０００ １6.6７ １6 ２5４,5００ ９７.３２ １２０ １,０４３,７４９ １０８.４４ ０ ０ ０.００ 
鴨 川 ３ １１,5００ 5２.２７ ３２ ２８１,４４０ ２１２.４９ １４９ １,０９３,２２5 １０6.４5 ０ ０ ０.００ 
中 央 通 １ １,０００ ２.5０ １３ １７０,5００ １０７.１８ ８5 55３,5８８ ８6.３5 １ １,２5４ ０.２２ 
古 川 ２ ７,０００ 5３.８5 ３２ ２７6,２5０ １２5.８5 １5２ ７８5,6４４ ９４.３２ ０ ０ ０.００ 
桑 原 ２ ７,０００ ──── １８ １１5,８００ １5２.３７ ８０ ３９２,９5９ １０７.56 ０ ０ ０.００ 
森 松 ３ ７２,０００ １,１6１.２９ ３6 5４０,４００ １２０.４４ １８４ １,４９０,２９０ ９７.７８ ３ ２5,８6０ １.6９ 
空 港 通 6 ４２,０００ ４66.6７ ３6 ３１１,5００ １３７.３5 １４5 ７6３,１０6 １１３.４6 ０ ０ ０.００ 
石 井 ２ １９,０００ ４３.１８ ３6 ４２5,１００ １２１.56 １７９ １,３３９,０１０ ９７.７１ ４ ３6,９３２ ２.７８ 
雄 郡 ３ １5,０００ 6０.００ １３ １２８,０００ ７２.２３ ８９ 6１４,０１０ ９３.１９ ０ ０ ０.００ 
重 信 ２ ３,5００ １７5.００ １6 １３４,９００ ７３.３９ ９１ ４２6,０２5 ８７.２１ １ ４,０２３ ０.９２ 
郡 中 5 6１,０００ ３,０5０.００ ２２ ２７３,２００ １２７.66 ９6 ９４5,２９6 １００.７３ ０ ０ ０.００ 
久 万 １ ４,０００ １6.００ ４ ３４,９８８ 6３.７３ ３２ １３１,９７８ ７９.８１ ０ ０ ０.００ 
北 条 ４ １７,０００ ２6１.5４ ２6 ２２７,０００ ９6.０２ １１９ 6１９,３９5 ９３.３０ ４ ７,４２７ １.１３ 
川 之 江 ２ ２２,０００ ３０.９０ ２5 ３０１,８００ ８6.１１ １０４ ８８４,７８３ １０5.２１ ３ ４１,３１１ ４.65 
三 島 ４ ４6,３００ 66１.４３ １９ １７３,３００ １４6.２４ ９７ 5７７,９７８ １１１.９6 ０ ０ ０.００ 
新 居 浜 ４ ２5,０００ １９２.３１ ４７ ７４6,７００ １6７.２３ １７４ １,７８８,5４０ ９４.３０ ０ ０ ０.００ 
新居浜東 １ ３,6００ ３２.７３ １２ ９１,１００ ４０.5２ ８４ 6１5,７２４ １０９.９０ １ ４5７ ０.０７ 
泉 川 １ 5,０００ ２００.００ ２０ １３０,０００ ４８.８5 ７８ ３８6,４5１ ７７.6７ ０ ０ ０.００ 
西 条 ４ ４０,０００ ２７5.８6 55 ７２5,１００ １８１.３７ ２０７ １,5８０,２２１ １０３.８１ ４ 6７,３８９ ４.４３ 
氷 見 ０ ０ ０.００ １０ ４４,９5０ 5１.6８ 5１ １66,２４２ ９４.９７ １ ９,９5１ 5.８２ 
壬 生 川 ２ ４,０００ ２１.０5 ７ ２３,6００ ３０.４１ ８０ ３８４,３００ ７８.４３ ０ ０ ０.００ 
丹 原 ３ 5,３００ ──── ２０ ９5,８００ １７１.９９ ７２ ２８２,０6４ ８１.９２ ０ ０ ０.００ 
今 治 ２ ２6,０００ ２5.２４ ４１ ８6４,０００ ８３.３７ ２２１ ２,２４２,３７７ ９９.９３ ０ ０ ０.００ 
旭 町 ４ ３１,5００ ３７5.００ ３０ ４２5,７００ ２２３.９３ １２７ ８１２,66１ １００.８３ ０ ０ ０.００ 
波 止 浜 １ ２,０００ ３０.5３ ２７ ３5２,０００ ７２.２７ ８７ ９5２,０３７ １０１.5０ １ ３,７４７ ０.３８ 
伯 方 １ ３０,０００ ３２6.０９ ２２ １6０,０００ ２０８.6０ ８5 5２９,３１１ １０４.２5 ０ ０ ０.００ 
弓 削 ０ ０ ──── ７ ７１,０００ ４5８.０6 ３４ ２４２,5３９ １１９.6７ ０ ０ ０.００ 
菊 間 ０ ０ ──── ８ ４０,5００ １０３.８5 ２３ ８6,２８１ １２０.８８ ０ ０ ０.００ 
吉 海 ０ ０ ──── ７ 6３,９００ １０１.４３ ４０ １４5,４９８ 5９.８３ ０ ０ ０.００ 
長 浜 ０ ０ ──── 6 ２5,８００ ７９.３８ ４４ ２０７,８２０ １００.０２ ０ ０ ０.００ 
内 子 ３ １２,０００ ──── １３ １４6,5００ 5２.１４ ７９ 66２,０７３ ９２.８８ ０ ０ ０.００ 
大 洲 ４ １０,０００ ──── ４２ １８７,７００ １55.７７ １３5 ７66,２３３ ９１.４１ １０ １２２,6０８ １４.5７ 
八 幡 浜 ４ １２４,０００ ８８.5７ ２９ ４２４,6００ １２２.6８ １３２ ９９１,5１１ １０１.２３ ０ ０ ０.００ 
三 瓶 １ ８,０００ ２２８.5７ １４ ２２３,４００ １１９.４７ ３5 ３７１,７４９ １０４.０７ ０ ０ ０.００ 
川 之 石 ０ ０ ０.００ ８ ７３,5００ １56.３８ ３９ １８２,３２１ ９5.０３ ０ ０ ０.００ 
野 村 ０ ０ ０.００ ４ 5２,０００ ９１.２３ ３１ ２００,４5９ ８９.８０ ０ ０ ０.００ 
卯 之 町 5 ２３,０００ ──── １８ １７１,5００ １８6.6２ ８２ 5９７,6８７ ９７.２１ ２ １０,７７5 １.８０ 
宇 和 島 ２ ２４,０００ １３３.３３ ４０ 66７,０００ １７８.6８ １８３ １,８２９,８55 １０5.４０ １ ２,6０４ ０.１5 
近 永 ３ 6４,０００ ──── １6 １９９,5００ １８5.5８ 6７ 5３３,８３４ １１０.２４ ０ ０ ０.００ 
吉 田 ０ ０ ──── ７ ３5,０００ ８７.９４ ４９ ２０１,９８6 １０１.6７ ０ ０ ０.００ 
岩 松 ０ ０ ──── １２ ３6,5００ ２７6.5２ ４３ １１5,１７5 １０３.３４ ０ ０ ０.００ 
城 辺 １ 5,5００ ２２０.００ １０ 6１,０００ ３０.３９ ４９ ３０８,３８８ ８０.65 ０ ０ ０.００ 
宇和島南 ０ ０ ０.００ １5 ７９,6００ ９９.5０ ７３ ２９5,４８４ ８９.０5 １ ２,6２１ ０.９０ 
見 奈 良 ０ ０ ０.００ １２ １７０,０００ １７７.０８ 6８ ４３０,００5 ９８.７７ ０ ０ ０.００ 
今 治 東 ０ ０ ──── １6 ８７,１００ １6９.１３ 6１ ２66,０９３ １０３.８９ ０ ０ ０.００ 
湯 築 ０ ０ ０.００ 6 ２１,７００ 6０.２８ ２９ １０３,８９１ １０6.０４ ０ ０ ０.００ 
松山駅前 ０ ０ ０.００ １７ 56,８００ １55.１９ 5８ ２２０,０９6 ８９.０３ ０ ０ ０.００ 
味 生 ０ ０ ０.００ １４ 6２,０００ １４5.４４ 55 １6１,２5７ ９6.７７ ０ ０ ０.００ 
松 末 １ ３,０００ ７３.１７ １４ ２９,４００ ３９.９5 ７０ ２８5,８３４ ７９.１９ ０ ０ ０.００ 
中 萩 １ １,6００ 6.４０ １5 65,４００ 6９.１３ ７１ ２２８,８０９ ７９.１８ ０ ０ ０.００ 

※代弁率は年度初めから当該月までの平均残高により算出したものです。

平成 ２７ 年 １１ 月分 （単位：千円）
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保証状況

店　　舗　　名
保　　　　　証　　　　　承　　　　　諾 保　証　債　務　残　高 代　位　弁　済

当　　月　　中 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 代弁率
（％）件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額

愛媛 日 高 ０ ０ ０.００ １７ １１４,5００ ７１.３８ ８９ ４３８,９４０ ９２.３８ ０ ０ ０.００ 
三津浜東 ０ ０ ──── 6 ２０,１００ １１２.66 ２6 6９,７０２ ９８.７９ ０ ０ ０.００ 
金 生 １ １１,０００ 55０.００ １９ １２０,７００ ８０.７４ 6７ ３７２,３７９ １１6.２２ ０ ０ ０.００ 
中 之 庄 １ １０,０００ ──── ９ ４１,３００ ３１.０5 ４5 ２３９,７４１ １０３.55 ０ ０ ０.００ 
飯 岡 １ ３,０００ ──── ９ 6４,９００ ９８.３３ ４１ １３１,０２5 ８6.6８ １ １,７８７ １.４２ 
川 内 ３ ８０,０００ １,４5４.55 １９ ２４４,5００ １７２.７９ 6４ ４４5,７１４ １０6.３９ ０ ０ ０.００ 
桜 井 １ １,７００ １１３.３３ ８ 5１,２９０ 5７.８９ 6２ ２56,４２２ ８6.１２ ０ ０ ０.００ 
松 前 ０ ０ ０.００ １４ ２6２,０００ １７４.０９ ７８ 56７,5８０ ９８.１４ ３ ３,３5４ ０.6４ 
姫 原 ０ ０ ──── １ 5,０００ ７6.９２ １5 ２１,１5８ １２４.6０ ０ ０ ０.００ 
東 京 ０ ０ ──── ０ ０ ──── １ ４,65０ ７２.０９ ０ ０ ０.００ 
土 居 ２ ２２,０００ ３66.6７ １４ １３８,７００ ４6２.３３ 55 ４３７,6９８ １０４.７5 ４ ３２,5３４ ７.７5 
砥 部 １ １,１００ ２７.5０ １5 55,１００ 6７.３6 56 ４１０,００３ ９２.８４ ２ １２,４９３ ３.０４ 
来 住 5 １３,０００ ９４.８９ ２２ １４２,5００ ７5.１6 ８８ 5０９,４４１ １０４.１6 ０ ０ ０.００ 

計 １3１ １,333,800 ９0.34 １,46７ １７,084,4２７ １１3.6２ 6,７8７ 4９,１83,0１8 ９8.3９ ７0 ７７９,488 １.58 

高知 松 山 ０ ０ ──── ４ １８,０００ １２０.００ ３３ ２6７,5３０ ８２.９８ ０ ０ ０.００ 
今 治 ０ ０ ──── ３ ４１,０００ ７７.３6 ３９ ２４３,７56 6４.９７ ０ ０ ０.００ 
新 居 浜 ０ ０ ──── ８ ３１,２００ ４１.８２ 5７ ４１０,１３８ ９5.９４ ０ ０ ０.００ 
八 幡 浜 ０ ０ ──── １ ８,０００ ９.6９ ２４ １７３,5８6 ８5.８０ ０ ０ ０.００ 
宇 和 島 ２ ３０,０００ 6００.００ ９ １０6,０００ ３３6.5１ ４２ １6３,6７２ １１７.８７ ２ ２,０２９ １.４6 
城 辺 ０ ０ ──── ８ ２７,８００ １5４.４４ ２９ １２6,０８８ ９４.6１ ０ ０ ０.００ 

計 ２ 30,000 600.00 33 ２3２,000 84.46 ２２4 １,384,７７0 86.58 ２ ２,0２９ 0.１4 

徳島 松 山 ０ ０ ──── ３ ２０,０００ ２７.７８ ２９ ２３８,７66 65.０１ １ １,８４８ ０.5８ 
今 治 ３ 55,０００ １１０.００ ２２ ３6３,０００ １００.００ ８７ 5４４,００７ ８８.３１ ０ ０ ０.００ 

計 3 55,000 １１0.00 ２5 383,000 88.05 １１6 ７8２,７７3 ７９.6１ １ １,848 0.２１ 

香川 松 山 ４ 5８,０００ 6１.７０ １１ ２７6,０００ ８７.７９ １０5 ９３２,８８２ ８９.８5 ４ １４,6４３ １.４３ 
松 山 西 １ 6０,０００ ２８０.３７ ８ １０6,０００ ９5.１5 ７７ 6３5,４８１ ９２.４９ ０ ０ ０.００ 
今 治 ２ ８,０００ ２４.6２ １０ 5８,２００ ２１.１３ １１３ ８２９,９４０ 6７.４6 ０ ０ ０.００ 
西 条 ２ 5,０００ ８.３３ １１ １5７,０００ 6２.９３ ８３ 6０5,３１6 ９１.７6 ２ ４,5８８ ０.７２ 
新 居 浜 ２ ７5,０００ ３6０.5８ １０ ２０２,5００ 6４.７6 ９８ ９９９,０７９ ８０.6８ ０ ０ ０.００ 
三 島 １ ３０,０００ ２００.００ １２ ７０,８００ ９７.5９ 6４ ３6９,6０８ ８１.66 ２ １０,１９４ ２.４6 
川 之 江 ０ ０ ──── １０ ２１０,０００ 6０.１２ ８４ １,０８6,３７９ ８４.９１ １ ４,００４ ０.３6 
大 洲 ０ ０ ０.００ ７ ３７,０００ 56.９２ ４２ ２０８,555 １０１.０２ ２ ２,４８０ １.１３ 
八 幡 浜 ２ １３,０００ 56.5２ ７ ４１,０００ １２３.８７ ４３ １４２,８７７ ８７.７７ ０ ０ ０.００ 
宇 和 島 ０ ０ ０.００ ８ ４２,８００ １９.８１ ７４ ４３２,８5８ ９３.４２ １ ２,４９２ ０.5２ 
岩 松 ０ ０ ──── １ １6,０００ ２０.００ ２３ １７０,９5２ ８４.6４ ０ ０ ０.００ 

計 １4 ２4９,000 8９.９９ ９5 １,２１７,300 58.54 806 6,4１3,９２6 84.１７ １２ 38,400 0.55 

もみじ 因島田熊 ０ ０ ──── ０ ０ ０.００ ２ ７,９6７ ７８.９5 ０ ０ ０.００ 
計 0 0 ──── 0 0 0.00 ２ ７,９6７ ７8.９5 0 0 0.00 

愛媛信用 本 店 ２ 5,5００ １１.７6 ２5 １７２,5００ 5０.０７ １９０ ８２７,４１７ ９４.８１ ２ ４,０56 ０.４5 
城 東 １ １5,０００ ３９４.７４ １5 １０１,３００ １４７.２４ 6３ ２２４,１１０ ８6.２９ ２ １８,5０３ 6.９４ 
松山本町 5 ２5,０００ 5９.5２ １８ １３０,４００ ８３.０6 ８０ ３１４,８5９ １０２.８９ ０ ０ ０.００ 
道 後 ０ ０ ０.００ １０ ３３,０００ 5０.３８ 6３ ２5２,３０２ ８８.０１ ０ ０ ０.００ 
土 橋 ０ ０ ０.００ ７ ２４,5００ ２７.３９ ０ ０ ０.００ ０ ０ ０.００ 
東環束本 １ ２,5００ 6２.5０ １０ ３１,5００ ２３.6０ ９6 ３6９,８９5 ８０.6８ ０ ０ ０.００ 
久 米 １ １,5００ ３３.３３ ３１ １３１,２5０ １０８.２９ ９１ ４９７,１８８ １０１.９6 ０ ０ ０.００ 
潮 見 ０ ０ ０.００ １6 ９０,２００ ４３.３０ ７８ ４１１,９４４ １１１.３０ ０ ０ ０.００ 
余 戸 １ ２２,０００ ７３３.３３ 5 ８１,5００ 6４.１７ ３７ ２４１,１２１ ８９.９１ ０ ０ ０.００ 
湊 町 ０ ０ ──── ０ ０ ０.００ ２ ７９９ ７３.２6 ０ ０ ０.００ 
中 央 通 ２ ９,０００ １８０.００ １２ 5７,２００ ９０.０８ ３７ １２７,７55 ９９.８１ ０ ０ ０.００ 
石 井 ２ ４,5００ ──── ２８ １８３,２００ 6８.6９ １３４ ８３４,４９０ ９6.6８ １ １,２９９ ０.１5 
平 井 １ ３０,０００ 65.９３ １９ ９８,３００ ７１.７０ 66 ２７１,5８6 １１０.８９ ０ ０ ０.００ 
斉 院 ０ ０ ０.００ 6 ２４,5００ 5０.９４ ４８ ９７,４5９ ９6.９０ １ ３,２３９ ３.１９ 

※代弁率は年度初めから当該月までの平均残高により算出したものです。

平成 ２７ 年 １１ 月分 （単位：千円）
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店　　舗　　名
保　　　　　証　　　　　承　　　　　諾 保　証　債　務　残　高 代　位　弁　済

当　　月　　中 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 代弁率
（％）件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額

愛媛信用 土 居 田 ２ ７,０００ １０７.6９ １6 ７０,5００ １65.８８ 6３ １９5,２９７ １０6.１４ ０ ０ ０.００ 
立 花 ３ 5１,5００ 5,１5０.００ １４ １０5,6２０ ９１.０４ 55 ２6３,２７４ １００.6３ ０ ０ ０.００ 
砥 部 ３ １２,5００ ２７.１７ １９ ８１,８００ ３5.８０ ９０ ３5４,6１８ ８７.１5 ３ １,９９７ ０.55 
横 河 原 ０ ０ ──── ４ ７９,１００ １９１.９９ ３４ １３6,１２０ ９７.３８ ０ ０ ０.００ 
久 万 １ ８,０００ ──── 5 5３,０００ １１３.９８ ２３ １４７,８３０ ９２.３３ ０ ０ ０.００ 
今 治 5 ８０,5００ ４6０.００ 5３ ４９２,０００ １７０.１８ ２１４ １,２４９,４８４ １３０.７5 ０ ０ ０.００ 
本 町 ０ ０ ０.００ ２ ７,０００ ８.９７ １ ４１４ ０.２１ ０ ０ ０.００ 
常 盤 町 ３ ４,０００ ２７.5９ ２３ １３5,5００ ７９.２４ ９２ ３１７,９２5 ９８.０７ ３ ８,８４5 ２.66 
鳥 生 ０ ０ ０.００ 6 6７,３００ 56.55 5２ ２９１,２３０ ９９.6９ ０ ０ ０.００ 
波 止 浜 ３ ２８,０００ １,４００.００ １5 ７１,０００ ４３.56 ７２ 6８７,３７5 ８6.４８ １ ７１７ ０.１０ 
喜 田 村 5 ２９,5００ １７３.5３ ２８ １３5,5００ ７１.３９ １０6 ３７９,5４９ ９6.１４ ０ ０ ０.００ 
壬 生 川 ０ ０ ０.００ ７ ７１,０００ ４０.３０ １００ ４４３,１３８ ９6.5８ ０ ０ ０.００ 
丹 原 ２ １5,０００ ７5０.００ ３ ２０,０００ ４７.０6 ３6 １３３,７８5 ８２.０４ ０ ０ ０.００ 
菊 間 １ ８,０００ ──── １２ ４5,０００ 6９6.5９ ２１ 6０,5４6 １４5.6０ １ １,９７７ ３.９８ 
大 西 ３ １２,０００ ──── １１ ４6,８００ ３８.２０ 5４ ２5９,４７０ ９０.０９ ０ ０ ０.００ 
八 幡 浜 ０ ０ ０.００ ２１ １７6,７００ ７７.７４ ８４ 5１5,5２２ １０３.７３ ０ ０ ０.００ 
江 戸 岡 １ ３,０００ １5０.００ 6 5２,０００ １３6.８４ ２０ ８5,5３４ １０１.４３ ０ ０ ０.００ 
大 洲 ０ ０ ０.００ ３ １８,０００ １5.７０ ３８ ２７３,８９5 ９5.２１ １ ４,３８９ １.5３ 
野 村 ０ ０ ──── ７ 5２,３００ ３１８.９０ ３１ １０７,３４１ ９１.３９ ０ ０ ０.００ 
宮 西 １ ３,０００ ２２.２２ 6 １４,5００ １6.０２ ３７ １１5,6４２ １０２.３２ ０ ０ ０.００ 
今治立花 １ ７,２００ ２４０.００ ８ ３０,７００ ４８.１９ 5７ １３３,２０5 ７6.３７ ０ ０ ０.００ 
朝 生 田 １ １,０００ ２０.００ １０ ４０,5００ ３８.１２ 55 ２０４,９１７ ８８.９７ ０ ０ ０.００ 
川 内 ０ ０ ──── ４ ７１,０００ ２９８.９5 ３１ １5０,１5２ ７４.２９ ０ ０ ０.００ 
とべ中央 ３ ２6,０００ １１３.０４ ２２ １０８,１００ 6０.66 ８１ ２８９,０７７ ９８.２４ ０ ０ ０.００ 
垣 生 ２ ２０,０００ 666.6７ １３ ８７,４００ 6４.１７ ７３ ３１6,８７２ ９９.２２ ０ ０ ０.００ 
雄 郡 １ ２,０００ ３6.３6 １１ ３７,5００ ９０.３6 ９９ ３３２,56７ ２０３.１４ ０ ０ ０.００ 
和 泉 ０ ０ ０.００ １３ ８９,７5０ ９８.３０ ８5 ２８6,９０１ ９5.１２ １ ３,９6４ １.３３ 
港 南 １ ３,5００ ３5.００ １２ ４０,４００ 65.０6 ４２ １７９,４３１ １０３.5１ ０ ０ ０.００ 
郡 中 ０ ０ ──── １８ 6９,８００ ７３.6３ 6１ １6１,９２８ １０２.１１ ０ ０ ０.００ 
松 前 ０ ０ ０.００ ４ ４７,３００ 65.４２ ３１ １８７,２２９ ９6.４０ ０ ０ ０.００ 
北 条 ０ ０ ０.００ ７ １７,０００ ３７.７８ ４４ １００,０４5 １０１.6３ ０ ０ ０.００ 
溝 辺 ２ １6,０００ ２００.００ ２5 ９6,４００ ７5.１４ ７１ ２３４,７４０ １０９.９３ ０ ０ ０.００ 
三 津 浜 ４ ２３,９００ 6４5.９5 １０ ３6,９００ ４5.８１ ８４ ２７３,０８6 １４８.３２ ０ ０ ０.００ 
住 吉 ０ ０ ──── 5 ２１,０００ ４２.４２ ０ ０ ０.００ ０ ０ ０.００ 
味 生 ０ ０ ０.００ ３ ８,０００ ２０.９４ ３5 ８９,３８０ １１３.９２ ０ ０ ０.００ 
西 条 ２ １４,０００ ２８０.００ １７ 65,5００ ９７.７6 １１０ 5８９,6９３ ８８.７４ ０ ０ ０.００ 
新 居 浜 ４ １９,6００ １９6.００ ３０ １０5,２００ ４８.８２ １１８ ３９6,１７０ ９３.８０ ０ ０ ０.００ 
き し ３ ７,5００ ９１.４6 ２１ ９８,３００ １２２.5７ ８２ ３２２,０３４ １０９.２6 ０ ０ ０.００ 
中 萩 １ 5,０００ 5００.００ ２０ 66,３００ ９４.１８ 66 １９6,８７３ １１１.４5 １ ７００ ０.３７ 
三 島 １ ３,０００ 6０.００ 5 ８１,０００ １４７.８１ ２４ １２３,７6８ ９７.３９ ０ ０ ０.００ 
川 之 江 １ ２,5００ 5０.００ ８ ３３,０００ ９２.０5 ２０ ７０,２９４ １００.２８ ０ ０ ０.００ 

計 ７6 5２8,２00 １05.９3 ７２９ 4,２05,0２0 ７１.44 3,4７７ １5,１２７,２７6 ９6.06 １７ 4９,685 0.3２ 

川之江 本 店 ０ ０ ──── ２ １２,5００ ３０.８6 ３０ １８０,８１７ ８２.３5 １ １１,７９２ 6.１１ 
上 分 ２ １３,０００ １４４.４４ 5 ２８,０００ １２１.７４ ２８ １４８,４７5 １００.９９ ０ ０ ０.００ 
三 島 ０ ０ ──── ４ １6,０００ １７７.７８ ２１ ７８,４４７ ９１.０３ ０ ０ ０.００ 

南 ０ ０ ──── ３ ２１,０００ ２９.5８ ３４ ２１２,２5３ ７３.２２ ０ ０ ０.００ 
東 ０ ０ ０.００ ２ ９,０００ ３７.5０ １７ ７２,９３４ 65.66 ３ ２７,００6 ２6.９８ 
西 ０ ０ ──── ４ １5,０００ ２４.１９ ３４ １７5,４４１ ７９.４８ ０ ０ ０.００ 
計 ２ １3,000 ９２.86 ２0 １0１,500 44.２3 １64 868,36７ 80.8２ 4 38,７９９ 4.03 

東予信用 本 店 ２ ３,5００ ──── ２０ １３９,０００ ２5９.０９ ７３ ２5４,5９１ １０３.８８ ０ ０ ０.００ 
泉 川 １ 5,０００ ──── ７ ４４,5００ １,４８３.３３ ３８ １３２,７5８ ８９.８８ ０ ０ ０.００ 
川 東 ０ ０ ０.００ ９ ４２,３００ １０２.４２ 5２ ２９８,４８９ ８１.４２ ０ ０ ０.００ 
三 島 ０ ０ ０.００ ４ ３９,０００ 6０.９４ ３０ １２5,４5８ ８３.65 １ ８,４３6 6.７１ 
松 柏 ０ ０ ──── 5 １5,３００ ３０6.００ １４ ３０,７5７ １３７.5３ ０ ０ ０.００ 
寒 川 ０ ０ ──── 5 ２１,０００ 5２.6３ ２6 ８４,７０２ ９３.４２ ０ ０ ０.００ 

※代弁率は年度初めから当該月までの平均残高により算出したものです。

平成 ２７ 年 １１ 月分 （単位：千円）
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保証状況

店　　舗　　名
保　　　　　証　　　　　承　　　　　諾 保　証　債　務　残　高 代　位　弁　済

当　　月　　中 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 代弁率
（％）件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額

東予信用 西 条 ２ ７,０００ １０７.6９ ７ １７,０００ １８８.８９ ４２ １２２,８１４ ８6.３４ ０ ０ ０.００ 
小 松 ０ ０ ──── 6 ２１,5００ ４０.４１ ２９ ９6,３７5 ９７.４９ ０ ０ ０.００ 
中 萩 １ ２,０００ ──── ２ ７,０００ 5８.３３ １９ ４７,２７6 ７１.８5 １ ２,９5７ 5.5２ 
喜 多 川 ０ ０ ──── ３ ９,７００ １４４.７８ １７ ３２,８９４ １０5.８７ ０ ０ ０.００ 
新居浜駅 ０ ０ ──── 5 5１,２７０ 5１２.７０ ３２ １65,８４5 ９6.２４ １ １,6３８ ０.９９ 

計 6 １７,500 ９4.5９ ７3 40７,5７0 １36.88 3７２ １,3９１,９5９ ９0.8２ 3 １3,03１ 0.９3 

宇和島 本 店 ３ １０,０００ ２００.００ ３０ １１７,９００ 6３.４２ １８３ 6３８,１４９ ９２.6４ ３ 6,２２5 ０.９８ 
恵美須町 ０ ０ ０.００ １４ １２6,6００ ７４.２5 １３１ 5１０,０８３ ９９.5１ ０ ０ ０.００ 
新 橋 ０ ０ ０.００ １5 6９,８００ １４5.４２ １０３ ２２5,８７８ ８７.４７ ０ ０ ０.００ 
城 南 ０ ０ ──── ８ ９,８００ 66.２２ 5７ ８5,5９6 ８０.２８ ０ ０ ０.００ 

来 １ ２,5００ ──── １１ ４４,０5０ １４０.７３ 56 １４6,２７８ ９０.０5 ２ ９,２９９ 6.２１ 
泉 町 ０ ０ ０.００ ９ ４０,１００ １5４.２３ 56 １４９,３２７ １０９.９5 ０ ０ ０.００ 
吉 田 ０ ０ ──── １ １,０００ １０.6４ ３２ 5４,２００ ７０.２１ ０ ０ ０.００ 
南 宇 和 ０ ０ ──── ９ １０４,８００ ３１７.5８ ３９ ２７４,４４０ １０３.66 ０ ０ ０.００ 
三 間 ０ ０ ０.００ ８ ３４,5００ ９２.００ ３5 １０6,０5１ １０９.０6 ０ ０ ０.００ 
卯 之 町 １ １０,０００ ──── ９ ４０,３００ 5３７.３３ ４5 １９０,７１０ ８5.７０ １ １6,４９２ ８.４９ 

計 5 ２２,500 ７７.3２ １１4 588,850 １04.4２ ７3７ ２,380,７１１ ９4.２4 6 3２,0１７ １.33 

観音寺 豊 浜 ０ ０ ──── ０ ０ ──── １ ８,２5０ ──── ０ ０ ０.００ 
計 0 0 ──── 0 0 ──── １ 8,２50 ──── 0 0 0.00 

商工中金 松 山 ０ ０ ０.００ ７ ４９,5２０ ４４.３6 ７5 ７6３,８９９ ８９.７７ １ 5,１２４ ０.6４ 
高 松 ０ ０ ０.００ １ １９,２００ 6８.5７ １ １９,２００ １6８.０７ ０ ０ ０.００ 

計 0 0 0.00 8 68,７２0 4９.２１ ７6 ７83,0９９ ９0.80 １ 5,１２4 0.63 

単一農協 愛媛南農 ０ ０ ──── １ ３,０００ ──── ３ ４,３１８ １１９.２5 ０ ０ ０.００ 
越智今農 ０ ０ ──── １ ２,１6０ ８6.４０ ２ ３,８5０ １56.6３ ０ ０ ０.００ 
うま農協 ０ ０ ──── ０ ０ ──── １ ４,４００ 6４.７１ ０ ０ ０.００ 

計 0 0 ──── ２ 5,１60 ２06.40 6 １２,568 ９７.5９ 0 0 0.00 

総合計 4７8 6,１２3,8９0 １05.７７ 4,080 44,１７3,806 8１.２１ ２4,２3９ １8７,１１７,85７ ９２.4１ １７0 １,384,5１７ 0.７２ 

※代弁率は年度初めから当該月までの平均残高により算出したものです。

平成 ２７ 年 １１ 月分 （単位：千円）
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※保証料率につきましては、別表「信用保証料率表」をご覧下さい。

１．一 般 保 証（※別枠保証併用制度も含む）
　① 一般・提携および統一制度

制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

一
　
　
　
　
般
　
　
　
　
保
　
　
　
　
証

１ 普　 通　 保　 証 中　 小　 企　 業　 者
運転 個人・会社　　　　　　　　

・特定非営利活動法人　２８,０００
組　　　合　　　　　  ４８,０００

１０ 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内
（特別 ２０ 年以内 ） 必要に応じ徴求

２ 特 別 小 口 保 証 小 規 模 企 業 者
運転 個人・会社・組合　　　　　

・特定非営利活動法人   １,２5０
5 年以内 徴求しない

設備 ７年以内 徴求しない

3 小 口 保 証 小 企 業 者 運転
設備

個人・会社・組合　　　　　
・特定非営利活動法人  ００,０5０ ３ 年以内

原則として徴求しない

必要に応じ徴求

4 風俗営業飲食業保証 中　 小　 企　 業　 者 運転
設備

個人・会社　　　　　　２,０００
※協調融資先である日本政策
金融公庫の貸付金額以内

７年以内
必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

5 手  形（でんさい）
割 引 根 保 証 中　 小　 企　 業　 者 運転

個人・会社　　　　　　　　
・特定非営利活動法人　２８,０００
組　　　合　　　　　  ４８,０００

２ 年以内
必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

6 手形貸付根保証 中　 小　 企　 業　 者 運転 個人・会社・組合　　　　　
・特定非営利活動法人   5,０００ １ 年以内

原則として徴求

必要に応じ徴求

提
　
　
携
　
　
保
　
　
証

７
中 小 企 業 金 融
円 滑 化 保 証
（スムーズ 8000）

県内に住所を有し、保証対象業種
に属する事業を営む中小企業者で
あり、金融機関の企業評価「自己
査定」において原則「正常先」の
先

運転 個人・会社・組合　　  ８,０００

７ 年以内
（ただし、一括返済は １
年以内。また、経営安
定関連保証を併用する
場合は １０ 年以内）

徴求しない

原則として徴求しない
（法人は原則として代表者のみ徴
求するが、申込人が希望し、協会
における保証料率区分が第 ７ 区分
から第 ９区分の場合に限り不要）

8 小 口 連 携 保 証
（トライアングル１000）

県内に住所を有し、保証対象業種
に属する事業を営む会社・個人（確
定申告先）で商工団体が推薦する
先であり、所定の資格要件を満た
す先

運転 運転については月商の ２ ヶ月
が上限 5００
※所定の資格要件を満たす先
については １,０００

5 年以内 徴求しない

設備 ７年以内 原則として徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

９ 優良ランク保証
（バリュー 5000）

県内に本店を有し、経営内容が良
好であり、かつ今後も経営の向上
が見込まれる会社および医療法人
で、所定の資格要件を満たす先

運転
会社　　　　　　　　  5,０００
（医療法人を含む）

７年以内
徴求しない

原則代表者 １名

１0 優良ランク保証Ⅱ
（グ ッ ド 3 0 0 0）

県内に本店を有し、小規模である
が財務内容が健全な会社および医
療法人で、所定の資格要件を満た
す先

運転
会社　　　　　　　　  ３,０００
（医療法人を含む）
※ただし、月商の ２ヶ月が上限

７年以内
徴求しない

原則代表者 １名

１１ 地域産業応援保証
（ す ご サ ポ ）

愛媛県が作成するデータベース
（「スゴ技」「すご味」「すごモノ」「ス
ゴ Ven.」）に掲載されている中小
企業者

運転
個人・会社・組合
・特定非営利活動法人　１,０００
※ただし、月商の ２ヶ月が上限

１０ 年以内
（ただし、一括返済は
１年以内。）

必要に応じ徴求

原則代表者 １名

全
　
国
　
統
　
一
　
保
　
証

１２ 事業者カードローン
当 座 貸 越 根 保 証 中　 小　 企　 業　 者 運転

設備

個人・会社
・特定非営利活動法人   ２,０００
※組合は企業組合・協業組合に限る

１ 年間もしくは
２年間

（更新可 ）

原則として徴求しない

必要に応じ徴求

１3 当座貸越（貸付
専用型）根保証 中　 小　 企　 業　 者 運転

設備

個人・会社・
・特定非営利活動法人  ２８,０００
※組合は企業組合・協業組合に限る

１ 年間もしくは
２年間

（更新可 ）

原則として徴求
（ただし、5,０００ 万円以
内の場合は不要）

必要に応じ徴求

１4 長期経営資金保証 中　 小　 企　 業　 者
運転

個人・会社　　　　  　２０,０００
３ 年以上 １０ 年以内 原則として徴求

設備 ３年以上 ２０ 年以内 必要に応じ徴求

１5 予 約 保 証
中　 小　 企　 業　 者

（ただし、対象外要件あり）

運転
設備

（※旧債決
済資金は
対象外）

　　　　　　　　　　  ０２,０００

※ただし、小口零細企業保証制度
を利用する場合は、合計で 5００ ま
でとする

5年以内
（ただし、小口零細企業保
証制度を利用する場合は ７
年以内〔運転資金について
は 5年以内とする〕）
※信用保証書の有効期間は
３65 日

必要に応じ徴求

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

融資保証制度一覧

（平成 ２７ 年 １２ 月 １ 日現在）
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融資保証制度一覧

制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

全
　
国
　
統
　
一
　
保
　
証

１6 小口零細企業保証
小 規 模 企 業 者
ただし、中小企業信用保険法
第 ２条第 ３項第 ７号は除く

運転 　　　　　　　　　　０１,２5０
※ただし、既存の保証協会の保証
付融資残高〔根保証においては融
資極度額〕との合計で １,２5０ の範
囲内となる新規の保証に限る

5年以内 原則不要

設備 ７年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

１７ 経営力強化保証

金融機関および認定経営革新
等支援機関の支援を受けつ
つ、自ら事業計画の策定並び
に計画の実行および進捗の報
告を行う中小企業者

運転
個人・会社
・特定非営利活動法人　２８,０００

組　　　合　　　　　  ４８,０００

5 年以内
必要に応じ徴求

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

設備 ７年以内

借換 １０ 年以内

１8 経営者保証ガイド
ライン対応保証

中小企業者（個人事業主は除
く）（ただし、｢経営者保証に
関するガイドライン｣ におい
て求められている対策が講じ
られている者）

運転 会　　　社
・特定非営利活動法人　２８,０００

組　　　合　　　　　  ４８,０００

３ 年以内 有担保無保証人要件の
場合に限り徴求する

設備 5年以内 徴求しない

　② 県　制　度 （愛媛県中小企業振興資金融資制度保証における資金の種類）

制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

経
　
営
　
安
　
定
　
資
　
金

１９ 一 般 資 金 中　 小　 企　 業　 者
運転 個人・会社・組合

・特定非営利活動法人　０5,０００
※組合転貸の場合は、１組合員あたり
１中小企業者の限度額

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 １０ 年以内 必要に応じ徴求

２0 建設産業短期資金
建設業又は土木建築サービス業
に属する事業を営む中小企業者
および特定中小企業者（※1）

運転

個人・会社・組合
・特定非営利活動法人　０２,０００
※ただし、工事代金など返済財源を特
定したものに限る

１ 年以内
必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

２１ 小 口 資 金

小 規 模 企 業 者
（ただし、特別小口保険を利用する者
にあっては、小規模企業者であって、
原則として引き続き 6 ヶ月以上商工会
議所等の指導を受けている者）

運転 個人・会社・組合
・特定非営利活動法人　０２,０００

※ただし、運転資金および特別小口保
険利用の場合は １,２5０ とする

5 年以内
必要に応じ徴求

（ただし、１,２5０ 万円以内
の場合は不要、特別小口
保険利用の場合は徴求し
ない）

設備 １０ 年以内 必要に応じ徴求
（ただし、特別小口保険利
用の場合は徴求しない）

２２ 短 期 資 金 中　 小　 企　 業　 者 運転
知事がその都度定める
※組合転貸の場合は、１ 組合員あ
たり １中小企業者の限度額

１年以内
必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

２3 小 口 零 細 企 業 資 金
小 規 模 企 業 者
※ただし、中小企業信用保険法
第 ２条第 ３項第 ７号は除く

運転 個人・会社・組合　　　１,２5０
※ただし、既存の保証協会の保証付融資残高〔根
保証においては融資極度額〕との合計で １,２5０
の範囲内となる新規の保証に限る

5 年以内 原則不要

設備 １０ 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

２4 経 営 指 導 特 例

小 規 模 企 業 者
※ただし、中小企業信用保険法
第 ２条第 ３項第 ７号は除く

（ただし、原則として引き続き 6ヶ月以上
商工会議所等の指導を受けている者）

運転 個人・会社・組合　　　１,２5０
※ただし、既存の保証協会の保証付融資残高〔根
保証においては融資極度額〕との合計で １,２5０
の範囲内となる新規の保証に限る

5 年以内 原則不要

設備 １０ 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

２5 チ ャ レ ン ジ
企 業 支 援 資 金

認 定 中 小 企 業 者
又は

承 認 中 小 企 業 者 等
又は

海外投資関係保証を
利用する中小企業者

運転 個人・会社・組合
・特定非営利活動法人　  5,０００ 5 年以内 必要に応じ徴求

設備 個人・会社・組合
・特定非営利活動法人　１０,０００ １０ 年以内 必要に応じ徴求

新
事
業
創
出
支
援
資
金

２6 創業等関連資金

創業等を行おうとする個人および
会社並びに創業等を行った個人お
よび会社で事業を開始（会社を設
立）した日以後 5 年を経過してい
ない中小企業者

運転 個人・会社　　　　　　 １,5００
※ただし、創業等を行おうとする個人
および会社にあっては、自己資金額を
限度額とする

5 年以内 徴求しない

設備 １０ 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）



20

制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

新
事
業
創
出
支
援
資
金

２７ 創 業 関 連 資 金

創業等を行おうとする個人および
会社並びに創業等を行った個人お
よび会社で事業を開始（会社を設
立）した日以後 5 年を経過してい
ない中小企業者

運転 個人・会社　　　　　０ １,０００
※ただし、創業関連保証・再挑戦支援
保証を合算して １,０００、創業関連保証・
支援創業関連保証・再挑戦支援保証を
合算して １,5００ が限度

5 年以内 徴求しない

設備 １０ 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

２8 支 援 創 業
関 連 保 証

創業関連資金対象者のうち経済産
業省令で定める認定特定創業支援
事業により支援を受けて創業を行
う中小企業者

運転 個人・会社　　　　　０ １,5００
※ただし、創業関連保証・再挑戦支援
保証を合算して １,０００、創業関連保証・
支援創業関連保証・再挑戦支援保証を
合算して １,5００ が限度

5 年以内 徴求しない

設備 １０ 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

２９ 再挑戦支援資金

過去に経営状況の悪化により事業
を廃業もしくは会社を解散した経
験を有する者で、当該事業廃止の
日もしくは会社を解散した日から
5 年を経過する前に保証の委託を
申し込みした者

運転 個人・会社　　　　　０ １,０００
※ただし、創業関連保証・再挑戦支援
保証を合算して １,０００、創業関連保証・
支援創業関連保証・再挑戦支援保証を
合算して １,5００ が限度

5 年以内 徴求しない

設備 １０ 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

30 支 援 創 業
関 連 保 証

再挑戦支援資金対象者のうち経済
産業省令で定める認定特定創業支
援事業により支援を受けて創業を
行う中小企業者

運転 個人・会社　　　　　０ １,5００
※ただし、創業関連保証・再挑戦支援
保証を合算して １,０００、創業関連保証・
支援創業関連保証・再挑戦支援保証を
合算して １,5００ が限度

5 年以内 徴求しない

設備 １０ 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

3１ 緊 急 経 済 対 策
特 別 支 援 資 金

特定中小企業者（※ 1）
又は

中 小 企 業 者
又は

経 営 力 強 化 保 証 を
利用する中小企業者

運転

個人・会社
・特定非営利活動法人　 5,０００
組　　　合　　　　　  １０,０００
※組合転貸の場合は、１ 組合員あた
り １中小企業者の限度額

5年以内
（特定中小企業者 ７ 年以内）

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

借換

個人・会社
・特定非営利活動法人　 ８,０００
組　　　合　　　　　  １6,０００
※組合転貸の場合は、１ 組合員あた
り １中小企業者の限度額

１０ 年以内
必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

3２ 雇 用 促 進 支 援 資 金 認 定 中 小 企 業 者

運転 個人・会社
・特定非営利活動法人　 5,０００
組　　　合　　　　　  １０,０００
※組合転貸の場合は、１ 組合員あた
り １中小企業者の限度額

5年以内
（チャレンジ企業支援資
金融資対象者 ７年以内）

必要に応じ徴求

設備
１０ 年以内

（チャレンジ企業支援資
金融資対象者 １２年以内）

必要に応じ徴求

33 建 設 産 業 新 分 野
進 出 等 支 援 資 金

認 定 中 小 企 業 者
又は

特定中小企業者（※ 1）

運転
個人・会社・組合
・特定非営利活動法人　 5,０００

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 １０ 年以内 必要に応じ徴求

34 災 害 関 連 対 策 資 金 災害等の発生の都度知事が定める

制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

35 中 小 企 業 振 興 資 金
融 資 制 度 保 証 中　 小　 企　 業　 者 運転

設備
各市町の融資条件による

上限 5００
各市町の

融資条件による
（最長 5年）

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

36

中小企業緊急経営資金
融 資 制 度 保 証
（現在、八幡浜市・今治市・
新居浜市・西予市・四国中
央市のみ取扱）

中　 小　 企　 業　 者 運転

各市町の融資条件による
上限 １,０００

※ただし、中小企業振興資金融資制度
保証と合算して、１,０００ とする
なお、同保証との併用は不可

各市町の
融資条件による
（最長 6年）

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

3７
中小企業経営安定化
資 金 融 資 制 度 保 証
（現在、松山市・今治市のみ
取扱）

特定中小企業者（※ 1） 運転

各市町の融資条件による
上限 １,０００

※ただし、中小企業振興資金融資制度保
証および中小企業緊急経営資金融資制度
保証と合算して、１,０００ とする

各市町の
融資条件による
（最長 ７年）

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

38
中 小 企 業 季 節 資 金
融 資 制 度 保 証
（松山市・今治市・新居浜市
のみ取扱）

中　 小　 企　 業　 者 運転 各市町の融資条件による
上限 ３００

各市町の
融資条件による
（最長 5ヶ月）

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

　③ 市町制度



21

融資保証制度一覧

制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

3９
中 小 企 業 設 備 近 代 化
資 金 融 資 制 度 保 証
（松山市・今治市のみ取扱）

中　 小　 企　 業　 者 設備 各市町の融資条件による
上限 １,０００

各市町の
融資条件による
（最長 ７年）

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

40
小企業特別小口資金 
融 資 制 度 保 証
（今治市のみ取扱）

小 規 模 企 業 者 運転
設備

今治市の融資条件による
上限 ２００

今治市の
融資条件による
（最長 5年）

徴求しない

徴求しない

制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

4１ 公 害 防 止 保 証 中　 小　 企　 業　 者 設備
個人・会社
・特定非営利活動法人　 5,０００
組　　　合　　　　　  １０,０００

１5 年以内
（特別 ２０ 年以内）

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

4２ エネルギー対策保証 中　 小　 企　 業　 者 設備
個人・会社
・特定非営利活動法人　２０,０００
組　　　合　　　　　  ４０,０００

１5 年以内
（特別 ２０ 年以内）

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

43 海 外 投 資 関 係 保 証 中　 小　 企　 業　 者
運転 個人・会社

・特定非営利活動法人　２０,０００

組　　　合　　　　　  ４０,０００

１０ 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内
（特別 ２０ 年以内） 必要に応じ徴求

44 新 事 業 開 拓 保 証 認 定 中 小 企 業 者
運転 個人・会社

・特定非営利活動法人　２０,０００

組　　　合　　　　　  ４０,０００

１０ 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内
（特別 ２０ 年以内） 必要に応じ徴求

45 経 営 安 定 関 連 保 証
（セーフティネット保証）

中小企業信用保険法第 ２ 条第
5 項第 １ 号～ ８ 号の認定を受
けた特定中小企業者

運転
個人・会社
・特定非営利活動法人　２８,０００
組　　　合　　　　　  ４８,０００
（6 号認定者）
個人・会社
・特定非営利活動法人　３８,０００
組　　　合　　　　　  ４８,０００

１０ 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内
（特別 ２０ 年以内） 必要に応じ徴求

46 東 日 本 大 震 災
復 興 緊 急 保 証

東日本大震災により直接的に
被害を受けた中小企業者

運転
設備

個人・会社
・特定非営利活動法人　２８,０００
組　　　合　　　　　  ４８,０００

１０ 年以内
必要に応じ徴求

原則として徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

4７ 創 業 等 関 連 保 証

創業等を行おうとする個人およ
び会社並びに創業等を行った個
人および会社で事業を開始（会社
を設立）した日以後 5年を経過し
ていない中小企業者

運転
設備

　　　　　　　　　　０ １,5００
※新規開業資金については、自己
資金額が限度

１０ 年以内
徴求しない

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

48 創 業 関 連 保 証

創業等を行おうとする個人およ
び会社並びに創業等を行った個
人および会社で事業を開始（会社
を設立）した日以後 5年を経過し
ていない中小企業者

運転
設備

個人・会社　　　　　０ １,０００
※ただし、創業関連保証・再挑戦支援
保証を合算して １,０００、創業関連保証・
支援創業関連保証・再挑戦支援保証を
合算して １,5００ が限度

１０ 年以内
徴求しない

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

4９ 支援創業関連保証
創業関連保証対象者のうち経
済産業省令で定める認定特定
創業支援事業により支援を受
けて創業を行う中小企業者

運転
設備

個人・会社　　　　　０ １,5００
※ただし、創業関連保証・再挑戦支援
保証を合算して １,０００、創業関連保証・
支援創業関連保証・再挑戦支援保証を
合算して １,5００ が限度

１０ 年以内
徴求しない

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

50 再 挑 戦 支 援 保 証

過去に経営状況の悪化により事業を廃
業もしくは会社を解散した経験を有す
る者で、当該事業廃止の日もしくは会
社を解散した日から 5 年を経過する前
に保証の委託を申し込みした者

運転
設備

個人・会社　　　　　０ １,０００
※ただし、創業関連保証・再挑戦支援
保証を合算して １,０００、創業関連保証・
支援創業関連保証・再挑戦支援保証を
合算して １,5００ が限度

１０ 年以内
徴求しない

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

5１ 支援創業関連保証
再挑戦支援保証対象者のうち経済
産業省令で定める認定特定創業支
援事業により支援を受けて創業を
行う中小企業者

運転
設備

個人・会社　　　　　０ １,5００
※ただし、創業関連保証・再挑戦支援
保証を合算して １,０００、創業関連保証・
支援創業関連保証・再挑戦支援保証を
合算して １,5００ が限度

１０ 年以内
徴求しない

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

２．別 枠 保 証



22

制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

中
堅
企
業（
破
綻
金
融
機
関
等
関
連
）特
別
保
証

5２
※ A
破綻金融機関等
関 連 特 別 保 証

認 定 中 堅 業 者
運転 会　　　社　　　　　  5０,０００

※協調融資総額の ８ 割を限度
とする

5年以内
徴求しない

（ただし、１０,０００ 万円
超の保証の際は必要）

設備 ７年以内 必要に応じ徴求

53
※ B
破 綻 金 融 機 関 等
関連特別無担保保証

認 定 中 堅 業 者
運転 会　　　社　　　　　  １０,０００

※協調融資総額の ８ 割を限度
とする

5年以内 徴求しない

設備 ７年以内 必要に応じ徴求

54 激 甚 災 害 保 証 被 災 中 小 企 業 者
運転 個人・会社

・特定非営利活動法人　２８,０００
組　　　合　　　　　  ４８,０００

１０ 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内
（特別 ２０ 年以内） 必要に応じ徴求

55 労働力確保関連保証 認 定 中 小 企 業 者
運転 個人・会社　　　　　  ２８,０００

特 定 組 合　　　　　  ４８,０００

１０ 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内 必要に応じ徴求

56 中 小 小 売 商 業
関 連 保 証 認 定 中 小 企 業 者 設備

個人・会社　　　　　  ２８,０００

特 定 組 合　　　　　  ４８,０００
１5 年以内

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

5７ 商 店 街 整 備 等
支 援 関 連 保 証

認 定 一 般 社 団 法 人
および

一 般 財 団 法 人
設備 一般社団法人および

一般財団法人　　　　  ２８,０００ １5 年以内
必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

58 伝 統 的 工 芸 品
支 援 関 連 保 証

認 定 一 般 社 団 法 人
および

一 般 財 団 法 人

運転
一般社団法人および
一般財団法人　　　　  ２８,０００

１０ 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内
（特別 ２０ 年以内） 必要に応じ徴求

5９ 地 域 伝 統 芸 能
等 関 連 保 証 認 定 中 小 企 業 者

運転 個人・会社
・特定非営利活動法人　２８,０００
組　　　合　　　　　  ４８,０００

１０ 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内
（特別 ２０ 年以内） 必要に応じ徴求

60 流通業務総合効率化
関 連 保 証 認 定 中 小 企 業 者

運転 個人・会社　　　　　  ２８,０００

組　　　合　　　　　  ４８,０００

１０ 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内
（特別 ２０ 年以内） 必要に応じ徴求

6１ 小 規 模 事 業 者
支 援 関 連 保 証

認 定 一 般 社 団 法 人
お よ び 一 般 財 団 法 人
又は特定非営利活動法人

運転 一般社団法人および
一般財団法人　　　　  ２８,０００
特定非営利活動法人

１０ 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内
（特別 ２０ 年以内） 必要に応じ徴求

6２ 特 定 中 小 企 業 再 生
支 援 関 連 保 証 認 定 支 援 機 関

運転
商工会・都道府県商工
会連合会・商工会議所等　　 ２８,０００

１０ 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内
（特別 ２０ 年以内） 必要に応じ徴求

63
※ C
地 域 産 業 資 源
活 用 事 業 関 連 保 証

認 定 中 小 企 業 者
運転 個人・会社　　　　　  ２８,０００

（6０,０００）
組　　　合　　　　　  ４８,０００

（８０,０００）

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 ７年以内 必要に応じ徴求

64
※ D
海外地域産業資源
活用事業関連保証

認 定 中 小 企 業 者
（ただし、海外において地域産業資源活用事
業〔需要の開拓に係るものに限る〕を実施
するものに限る）

運転 個人・会社　　　　　  ４０,０００

組　　　合　　　　　  6０,０００

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 ７年以内 必要に応じ徴求

65 地 域 産 業 集 積
関 連 保 証 認 定 中 小 企 業 者

運転 個人・会社　　　　　  ２８,０００

組　　　合　　　　　  ４８,０００

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 ７年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

66 中 心 市 街 地 商 業 等
活 性 化 関 連 保 証

認 定 中 小 企 業 者
特 定 中 小 企 業 者
又は認定一般社団法人
および一般財団法人

運転 個人・会社　　　　　  ２８,０００
※特定会社・一般社団法人および
一般財団法人を含む
組　　　合　　　　　  ４８,０００

１０ 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内
（特別 ２０ 年以内） 必要に応じ徴求

6７
中 心 市 街 地 商 業 等
活 性 化 支 援
関 連 保 証

特 定 中 小 企 業 者
又は認定一般社団法人
および一般財団法人

運転 個人・会社　　　　　  56,０００
※特定会社・一般社団法人および
一般財団法人を含む

１０ 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内
（特別 ２０ 年以内） 必要に応じ徴求
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融資保証制度一覧

制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

68
※ E
特 定 新 技 術 事 業
活 動 関 連 保 証

中 小 企 業 者
運転 個人・会社　　　　　  ３０,０００

組　　　合　　　　　  6０,０００

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 ７年以内 必要に応じ徴求

6９ ※ F
経 営 革 新 関 連 保 証 承 認 中 小 企 業 者

運転 個人・会社　　　　　  ２８,０００
（6０,０００）

組　　　合　　　　　  ４８,０００
（１２０,０００）

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 ７年以内 必要に応じ徴求

７0
※ G
異 分 野 連 携 新 事 業
分 野 開 拓 関 連 保 証

認 定 中 小 企 業 者
運転 個人・会社　　　　　  ２８,０００

（１００,０００）
組　　　合　　　　　  ４８,０００

（１４０,０００）

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 ７年以内 必要に応じ徴求

７１
※ H
周 辺 地 域 整 備
関 連 保 証

認 定 中 小 企 業 者
運転 個人・会社

・特定非営利活動法人　２８,０００
（３０,０００）

組　　　合　　　　　  ４８,０００
（6０,０００）

１０ 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内
（特別 ２０ 年以内） 必要に応じ徴求

７２
※ I
中 小 企 業
特 定 社 債 保 証

下記のいずれかの条件を満たす中小企
業者（株式会社・特例有限会社・合名
会社・合資会社・合同会社）
（１）
総資産額 5 千万円以上 ３ 億円未満かつ

（自己資本比率 ２０％以上又は純資産倍率
２.０ 倍以上）かつ（使用総資本事業利益
率 １０％以上又はインタレスト・カバレッ
ジ・レーシオ ２.０ 倍以上）
（２）
総資産額 ３億円以上 5億円未満かつ（自
己資本比率 ２０％以上又は純資産倍率 １.5
倍以上）かつ（使用総資本事業利益率
１０％以上又はインタレスト・カバレッ
ジ・レーシオ １.5 倍以上）
（３）
総資産額 5 億円以上かつ（自己資本比
率 １5％以上又は純資産倍率 １.5 倍以上）
かつ（使用総資本事業利益率 5％以上又
はインタレスト・カバレッジ・レーシ
オ １.０ 倍以上）

運転

設備

会　　　社　　　　　  ４5,０００

一括支払契約保証の利用がない場合
※ただし、経営安定関連保証を除く普
通保証、無担保保証、中小企業特定社
債保証と合計で 5０,０００ 以内とする

一括支払契約保証の利用がある場合
※ただし、経営安定関連保証を除く普
通保証、無担保保証、中小企業特定社
債保証および一括支払契約保証と合計
で １００,０００ 以内とする

２ 年以上
７年以内
（年単位）

徴求しない
（ただし、２０,０００ 万円
超の保証の際は必要）

徴求しない

７3
※ J
特 定 研 究 開 発 等
関 連 保 証

認 定 中 小 企 業 者
運転 個人・会社　　　　　  ２８,０００

（３０,０００）
組　　　合　　　　　  ４８,０００

（6０,０００）

１０ 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内
（特別 ２０ 年以内） 必要に応じ徴求

７4

※ K
流 動 資 産
担 保 融 資 保 証

（ＡＢＬ保証）

流動資産（売掛債権・棚卸資
産）を担保として借り入れを
行う中小企業者

運転
設備

個人・会社・組合
・特定非営利活動法人　２０,０００

根保証：１年間
（更新可 ）

個別保証：１年以内

売掛債権、棚卸資
産に限り徴求する

（ただし、棚卸資産は法
人のみが対象）

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

７5 ※ L
下 請 振 興 関 連 保 証

振興事業を実施する
中 小 企 業 者

運転
設備 個人・会社・組合　　  ２０,０００ １ 年以内

（更新可 ）

徴求する
（ただし、親事業者に対す
る売掛債権に限る）

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

７6 事 業 再 生 保 証
（ＤＩＰ保証）

民事再生手続き又は会社更生手続
きを申し立てた中小企業者であっ
て、再生 / 更生計画認可後 ３ 年を
経過していない者

運転
設備

個人・会社・組合
・特定非営利活動法人　２０,０００ １０ 年以内

必要に応じ徴求

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

７７

※M
事 業 再 生 円 滑 化
関 連 保 証
（プレＤＩＰ保証）

特定認証紛争解決事業者（特定Ａ
ＤＲ）、中小企業基盤整備機構又
は中小企業再生支援協議会が関与
する私的整理手続中の中小企業者

運転
設備

（経済産業
省令で定
められて
いるもの
に限る）

個人・会社　　　　　  ２８,０００

組　　　合　　　　　  ４８,０００
３ 年以内

必要に応じ徴求

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

７8
※ N
特定信用状関連保証

（ＬＣ保証）

スタンドバイ信用状による海
外現地資金調達を行う中小企
業者

事業の
振興に
必要な
資金

個人・会社・組合　　  ２０,０００ １ 年以内
必要に応じ徴求

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）
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制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

７９
※ O
農 商 工 等 連 携
事 業 関 連 保 証

認定を受けた農商工等連携事
業計画に従って農商工等連携
事業を行う中小企業者

運転 個人・会社　　　　　  ２８,０００
（１００,０００）

組　　　合　　　　　  ４８,０００
（１４０,０００）

5 年以内
必要に応じ徴求
（８,０００ 万円超は原則
担保徴求する）

設備 ７年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

80 農 商 工 等 連 携
支 援 関 連 保 証

認定を受けた農商工等連携支
援事業計画に従って農商工等
連携支援事業を行う認定一般
社団法人および一般財団法人
又は特定非営利活動法人

運転
一般社団法人および
一般財団法人、　　　　 ２８,０００
特定非営利活動法人

5年以内
必要に応じ徴求

（８,０００ 万円超は原則
担保徴求する）

設備 ７年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

8１ 経 営 承 継 関 連 保 証 認 定 中 小 企 業 者
（※組合、士法人は対象外）

運転
個人・会社　　　　　  ２８,０００

１０ 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

8２ ※ P
一 括 支 払 契 約 保 証 中 小 企 業 者 運転 個人・会社

・特定非営利活動法人  １００,０００
１ 年以内

（更新可）

必要に応じ徴求

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

83 中 小 企 業 承 継 事 業
再 生 関 連 保 証

産業競争力強化法第 １２１ 条に規定
する中小企業承継事業再生計画を
主務大臣に提出し、認定を受けた
承継事業者である中小企業者に限
る（ただし、認定中小企業承継事
業再生計画に従って設立される法
人を除く）

運転

設備

個人・会社　　　　　  ２８,０００

組　　　合　　　　　  ４８,０００
１０ 年以内

必要に応じ徴求

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

84 商 店 街 活 性 化
事 業 関 連 保 証

認定を受けた商店街活性化事業計
画に従って商店街活性化事業を実
施する商店街振興組合等（組合員、
所属員を含む）

運転
個人・会社　　　　　 ２８,０００

組　　　合　　　　　 ４８,０００

5 年以内
必要に応じ徴求

（８,０００ 万円超は原則
担保徴求する）

設備 ７年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

85 商 店 街 活 性 化
支 援 関 連 保 証

認定を受けた商店街活性化支援事
業計画に従って商店街活性化支援
事業を実施する認定商店街活性化
支援事業者

運転
一般社団法人および
一般財団法人、　　   ２８,０００
特定非営利活動法人

5年以内
必要に応じ徴求

（８,０００ 万円超は原則
担保徴求する）

設備 ７年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

86 経 営 革 新 等
支 援 関 連 保 証

認定を受けて経営革新等支援業務
を実施する一般社団法人および一
般財団法人又は特定非営利活動法
人

運転
一般社団法人および
一般財団法人、　　   ２８,０００
特定非営利活動法人

5年以内
必要に応じ徴求

（８,０００ 万円超は原則
担保徴求する）

設備 ７年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

8７ 情 報 提 供 支 援
関 連 保 証

認定を受けた認定情報提供機関の
うち、情報提供業務を実施する一
般社団法人又は一般財団法人

運転
一般社団法人および
一般財団法人　　　  ２８,０００

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 ７年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

88
※ Q
特 定 下 請 連 携
事 業 関 連 保 証

認定を受けた特定下請連携事
業計画に従って、特定下請連
携事業を行う特定下請事業者

運転 個人・会社　　　　　  ２８,０００
（４０,０００）

組　　　合　　　　　  ４８,０００
（6０,０００）

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 ７年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

8９
事 業 再 生 計 画
実 施 関 連 保 証
（経営改善サポート保証）

再生支援協議会等の中小企業支援
機関の指導又は助言を受けて作成
した再生計画等に従って事業再生
を実行中の中小企業者

運転
設備

（事業再生
計画の実
施に必要
な資金）

個人・会社　　　　　  ２８,０００

組　　　合　　　　　  ４８,０００
１5 年以内

必要に応じ徴求

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）
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融資保証制度一覧

制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

９0 連 携 創 業 支 援
関 連 保 証

市町が策定し、主務大臣に認定を受け
た認定創業支援事業計画に従って市町
と連携し創業支援事業を実施する一般
社団法人および一般財団法人又は特定
非営利活動法人

運転 一般社団法人および
一般財団法人、　　　　２８,０００
特定非営利活動法人

5年以内 必要に応じ徴求

設備 ７年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

９１ 地 域 産 業 資 源 活 用
支 援 関 連 保 証

一般社団法人および一般財団法人又は
特定非営利活動法人であって、認定を
受けた地域産業資源活用支援事業計画
に従って地域産業資源活用支援事業を
行うもの

運転 一般社団法人および
一般財団法人、　　　　２８,０００
特定非営利活動法人

5年以内 必要に応じ徴求

設備 ７年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

９２ 追 認 保 証 ※利用する各制度の取り扱いに準ずる
　ただし １,０００ 万円を限度とする

９3 借 換 保 証 ※借換後の保証に対する制度の取り扱いに準ずる

（※１）｢特定中小企業者｣ とは、中小企業信用保険法第 ２条第 5項（経営安定関連）１～ ８号のいずれかの規定に基づき市町長の認定を受けた方のことです。

（注１）
１．普通保証、手形（でんさい）割引根保証、当座貸越（貸付専用型）根保証、経営力強化保証、経

営安定関連保証、東日本大震災復興緊急保証、激甚災害保証、労働力確保関連保証、中小小売商
業関連保証、商店街整備等支援関連特例、伝統的工芸品支援関連保証、地域伝統芸能等関連保証、
流通業務総合効率化関連保証、小規模事業者支援関連保証、特定中小企業再生支援関連保証、経
営革新関連保証、異分野連携新事業分野開拓関連保証、周辺地域整備関連保証、特定研究開発等
関連保証、地域産業資源活用事業関連保証、地域産業集積関連保証、中心市街地商業等活性化関
連保証、中心市街地商業等活性化支援関連保証（※）、事業再生円滑化関連保証、農商工等連携
事業関連保証、農商工等連携支援関連保証、経営承継関連保証、中小企業承継事業再生関連保証、
商店街活性化事業関連保証、商店街活性化支援関連保証、経営革新等支援関連保証、情報提供支
援関連保証、特定下請連携事業関連保証、事業再生計画実施関連保証、連携創業支援関連保証、
地域産業資源活用支援関連保証の保証限度額には、個人・会社、組合又は一般社団法人及び一般
財団法人（対象中小企業者）とも無担保保険に係わる保証限度額 ８,０００ 万円（※の中心市街地商
業等活性化支援関連保証については １6,０００ 万円）が含まれています。

２．一般保証の合計は、普通保険に係わる保証にあっては個人・会社 ２０,０００ 万円、組合 ４０,０００ 万円（無
担保保険に係わる保証にあっては、個人・会社、組合とも ８,０００ 万円）を超えることができません。

３．特別小口保険に係る保証を利用することができるのは、中小企業者のうち常時使用する従業員の
２０ 人（商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については 5 人）以下の会社及び個人に
限ります。なお、常時使用する従業員の数を業種ごとに政令で定める場合は、その政令で定める
従業員数以下の会社及び個人とします。

４．特別小口保険に係る保証は、無担保・無保証人ですが、他の保証を併用することはできません。

５．激甚災害保証と経営安定関連保証は、一般保証のほかに別枠の利用が可能ですが、合算で普通保
証 ２０,０００ 万円、無担保保証 ８,０００ 万円（うち無担保保証人保証 １,２5０ 万円）の範囲内で取り扱
います。
また、別枠を利用した場合、激甚災害保証および経営安定関連保証と東日本大震災復興緊急保証
合算で普通保証 ４０,０００ 万円（組合の場合は ８０,０００ 万円）、無担保保証 １6,０００ 万円（うち無担保
保証人保証 ２,5００ 万円）、最大で 56,０００ 万円（組合の場合は ９6,０００ 万円）が限度となります。

６．対象が中小企業者・小規模企業者となっているもののうち、一部保証制度については特定非営利
活動法人が対象とならない場合があります。

（注２）
　愛媛県中小企業振興資金融資制度保証については、融資限度額での取り扱いとなっており、その額
を保証限度額欄に表示しております。したがいまして部分保証方式を選択されている金融機関からの
責任共有対象保証の申し込みがあった場合の保証限度額は、表示されている金額に保証割合を乗じた
額になりますのでご留意下さい。

（注３）
１．※Ａ破綻金融機関等関連特別保証および※ B 破綻金融機関等関連特別無担保保証の取り扱いは、

平成 １０ 年 １２ 月 ２４ 日より「破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特
例に関する臨時処置法」が終了する日までとなっております。この二制度については、同法
第 ２条第 ２項の規定に基づく県知事の認定書が必要です。

２．※Ｃ地域産業資源活用事業関連保証については、新事業開拓保険に該当する場合には別枠として、
新事業開拓保証および特定新技術事業活動関連保証、経営革新関連保証、周辺地域整備関連
保証、異分野連携新事業分野開拓関連保証、特定研究開発等関連保証、農商工等連携事業関
連保証、特定下請連携事業関連保証の同保険に該当する別枠を含み、個人・会社・その他法
人 ４０,０００ 万円、組合 6０,０００ 万円の利用ができます。
また、流動資産担保保険に該当する場合には、別枠として個人・会社・その他法人・組合と
もに ２０,０００ 万円の利用ができます。

３．※Ｄ海外地域産業資源活用事業関連保証については、海外投資関係保証および経営革新関連保証、
異分野連携新事業分野開拓関連保証、農商工等連携事業関連保証の海外投資関係保険に該当
する別枠を含み、個人・会社・その他法人 ４０,０００ 万円、組合 6０,０００ 万円の利用ができます。

４．※Ｅ特定新技術事業活動関連保証については、新事業開拓保証ならびに経営革新関連保証、異分
野連携新事業分野開拓関連保証、周辺地域整備関連保証、地域産業資源活用事業関連保証、
特定研究開発等関連保証、農商工等連携事業関連保証、特定下請連携事業関連保証の新事業
開拓保険に該当する別枠を含みます。

５．※Ｆ経営革新関連保証については、新事業開拓保険に該当する場合には別枠として、新事業開拓
保証および特定新技術事業活動関連保証、異分野連携新事業分野開拓関連保証、周辺地域整
備関連保証、地域産業資源活用事業関連保証、特定研究開発等関連保証、農商工等連携事業
関連保証、特定下請連携事業関連保証の同保険に該当する別枠を含み、個人・会社・その他
法人 ３０,０００ 万円、組合 6０,０００ 万円の利用ができます。
また、海外投資関係保険に該当する場合には、別枠として海外投資関係保証および海外地域
産業資源活用事業関連保証、異分野連携新事業分野開拓関連保証、農商工等連携事業関連保
証の同保険に該当する別枠を含み、個人・会社・その他法人 ３０,０００ 万円、組合 6０,０００ 万円
の利用ができます。

６．※Ｇ異分野連携新事業分野開拓関連保証の保証限度額については、以下のとおりとなります。
（新事業開拓保険に該当する場合）

別枠として、新事業開拓保証および特定新技術事業活動関連保証、経営革新関連保証、
周辺地域整備関連保証、地域産業資源活用事業関連保証、特定研究開発等関連保証、農
商工等連携事業関連保証、特定下請連携事業関連保証の同保険に該当する別枠を含み、
個人・会社・その他法人 ４０,０００ 万円、組合 6０,０００ 万円の利用ができます。

（海外投資関係保険に該当する場合）
別枠として海外投資関係保証および海外地域産業資源活用事業関連保証、経営革新関連
保証、農商工等連携事業関連保証の同保険に該当する別枠を含み、個人・会社・その他
法人 ４０,０００ 万円、組合 6０,０００ 万円の利用ができます。

（流動資産担保保険に該当する場合）
別枠として個人・会社・その他法人・組合ともに ２０,０００ 万円の利用ができます。

７．※Ｈ周辺地域整備関連保証については、新事業開拓保険に該当する場合には別枠として、新事業
開拓保証および特定新技術事業活動関連保証、経営革新関連保証、異分野連携新事業分野開
拓関連保証、地域産業資源活用事業関連保証、特定研究開発等関連保証、農商工等連携事業
関連保証、特定下請連携事業関連保証の同保険に該当する別枠を含み、個人・会社・その他
の法人 ３０,０００ 万円、組合 6０,０００ 万円の利用ができます。

８．※Ｉ中小企業特定社債保証については、保証協会と金融機関の共同保証形式（ただし保証協会の
保証は割合は ８０％）となります。したがって、保証付私募債の発行価格は 56,０００ 万円が限
度となります。

９．※Ｊ特定研究開発等関連保証については、新事業開拓保険に該当する場合は別枠として、新事業
開拓保証および特定新技術事業活動関連保証、経営革新関連保証、異分野連携新事業分野開
拓関連保証、周辺地域整備関連保証、地域産業資源活用事業関連保証、農商工等連携事業関
連保証、特定下請連携事業関連保証の同保険に該当する別枠を含み、個人・会社・その他の
法人 ３０,０００ 万円、組合 6０,０００ 万円の利用ができます。

１０．※Ｋ流動資産担保融資保証および※ L 下請振興関連保証については、保証協会の保証割合は
８０％となります。したがって、本保証での借入額は各 ２5,０００ 万円が限度となります。

１１．※Ｍ事業再生円滑化関連保証（特例小口保険利用の場合を除く）および※ N 特定信用状関連保
証については、保証協会の保証割合は ８０％となります。

１２．※Ｏ農商工等連携事業関連保証の保証限度額については、以下のとおりとなります。
（新事業開拓保険に該当する場合）

別枠として、新事業開拓保証および特定新技術事業活動関連保証、経営革新関連保証、
異分野連携新事業分野開拓関連保証、周辺地域整備関連保証、地域産業資源活用事業関
連保証、特定研究開発等関連保証、特定下請連携事業関連保証の同保険に該当する別枠
を含み、個人・会社・その他法人 ４０,０００ 万円、組合 6０,０００ 万円の利用ができます。

（海外投資関係保険に該当する場合）
別枠として海外投資関係保証および海外地域産業資源活用事業関連保証、経営革新関連
保証、異分野連携新事業分野開拓関連保証の同保険に該当する別枠を含み、個人・会社・
その他法人 ４０,０００ 万円、組合 6０,０００ 万円の利用ができます。

（流動資産担保保険に該当する場合）
別枠として個人・会社・その他法人・組合ともに ２０,０００ 万円の利用ができます。

１３．※Ｐ一括支払契約保証については、保証協会の保証割合は ７０％以下となります。したがって、
本保証での借入極度額は １４ 億 ２,８００ 万円が上限となります。

１４．※Ｑ特定下請連携事業関連保証については、新事業開拓保険に該当する場合には別枠として、新
事業開拓保証および特定新技術事業活動関連保証、経営革新関連保証、異分野連携新事業分
野開拓関連保証、周辺地域整備関連保証、地域産業資源活用事業関連保証、特定研究開発等
関連保証、農商工等連携事業関連保証の同保険に該当する別枠を含み、個人・会社・その他
の法人 ４０,０００ 万円、組合 6０,０００ 万円の利用ができます。
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信 用 保 証 料 率 表

区分 制　　　度　　　名
責任共有 責任共有保証料率・保証料率（責任共有外保証料率）

対　　象 対象外 第 １区分 第 ２区分 第 ３区分 第 ４区分 第 5区分 第 6区分 第 ７区分 第 ８区分 第 ９区分 中小企業会計
割 引 の 適 用

有 担 保 割 引
の 適 用

その他定性要
因割引の適用

部分保証

一
　
　
般
　
　
保
　
　
証
　
　
（
※
別
枠
保
証
併
用
制
度
も
含
む
）

一
般
保
証

1 普通保証 ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○

2 特別小口保証（無担保・無保証人）
○ 0.85 

ＮＰＯ法人（注 １２） ○ 0.68 
3 小口保証 ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○
4 風俗営業飲食業保証 ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○
5 手形（でんさい）割引根保証 ○ 1.62 1.49 1.32 1.15 0.98 0.85 0.68 0.51 0.39 ○ ○
6 手形貸付根保証 ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○

提
携
保
証

7 中小企業金融円滑化保証（スムーズ 8000）（注 8） ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○
8 小口連携保証（トライアングル 1000） ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○
9 優良ランク保証（バリュー 5000） ○ ― ― ― ― ― 0.85 0.65 0.45 0.30 ○
10 優良ランク保証Ⅱ（グッド 3000） ○ ― ― ― ― ― 0.85 0.65 0.45 0.30 ○
11 地域産業応援保証（すごサポ）（注 8） ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○

全
国
統
一
保
証

12 事業者カードーローン当座貸越根保証 ○ 1.62 1.49 1.32 1.15 0.98 0.85 0.68 0.51 0.39 ○ ○
13 当座貸越（貸付専用型）根保証 ○ 1.62 1.49 1.32 1.15 0.98 0.85 0.68 0.51 0.39 ○ ○
14 長期経営資金保証 ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○
15 予約保証（注 7） ○ ― 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 ○ ○

16 小口零細企業保証（注 3）
（下記以外） ○ 2.20 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 0.50 ○
予約保証（注 7） ○ ― 2.20 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 ○

17 経営力強化保証（注 11）
○ 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 0.45 ○ ○

○ 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 0.50 0.50 ○
18 経営者保証ガイドライン対応保証 ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○

愛
　
　
媛
　
　
県
　
　
制
　
　
度

愛
媛
県
中
小
企
業
振
興
資
金
融
資
制
度
保
証

経
営
安
定
資
金

19 一般資金 ○ 1.72 1.55 1.38 1.21 1.00 0.95 0.75 0.55 0.35 ○ ○
20 建設産業短期資金 （下記以外） ○ 1.72 1.55 1.38 1.21 1.00 0.95 0.75 0.55 0.35 ○ ○

特定中小企業者
（注 １０）

１ 号～ 6号 ○ 0.80 
７ 号～ ８号 ○ 0.70 

21 小口資金
（下記以外） ○ 1.40 1.26 1.12 0.98 0.80 0.80 0.75 0.55 0.35 ○ ○
特別小口保険利用 ○ 0.85 

ＮＰＯ法人（注 １２） ○ 0.68 
22 短期資金 ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○

23 小口零細企業資金
（下記以外） ○ 1.87 1.70 1.53 1.36 1.15 1.10 0.90 0.70 0.50 ○
２４ 経営指導特例 ○ 1.55 1.41 1.27 1.13 0.95 0.95 0.90 0.70 0.50 ○

25 チャレンジ企業支援資金 （下記以外） ○ 1.72 1.55 1.38 1.21 1.00 0.95 0.75 0.55 0.35 ○ ○
制度保証要綱の融資対象者 １ に該当するもので
あって特例保険を利用する者 ○ 0.70 
海外投資関係保証を利用する者 ○ 1.00 ○

新事業創出支援資金

２6 創業等関連資金 ○ 0.80 
２７ 創業関連資金（下記以外） ○ 0.80 

２８ 支援創業関連保証 ○ 0.80 
２９ 再挑戦支援資金（下記以外） ○ 0.80 

３０ 支援創業関連保証 ○ 0.80 
31 緊急経済対策特別支援資金 （下記以外） ○ 1.72 1.55 1.38 1.21 1.00 0.95 0.75 0.55 0.35 ○ ○

特定中小企業者
（注 １０）

１ 号～ 6号 ○ 0.80 
７ 号～ ８号 ○ 0.70 

制度保証要綱の融資対象（７）に該当するものであっ
て責任共有対象の者 ○ 1.55 1.38 1.21 1.00 0.95 0.75 0.55 0.35 0.35 ○ ○
制度保証要綱の融資対象（７）に該当するものであっ
て責任共有対象外の者 ○ 1.70 1.53 1.36 1.15 1.10 0.90 0.70 0.50 0.50 ○

32 雇用促進支援資金 ○ 1.72 1.55 1.38 1.21 1.00 0.95 0.75 0.55 0.35 ○ ○
33 建設産業新分野進出等支援資金（下記以外） ○ 1.72 1.55 1.38 1.21 1.00 0.95 0.75 0.55 0.35 ○ ○

特定中小企業者
（注 １０）

１ 号～ 6号 ○ 0.80 
７ 号～ ８号 ○ 0.70 

34 災害関連対策資金 ○ 災害等の発生の都度知事が別に定めるところによる ― ―

市
町
村
制
度

35 中小企業振興資金融資制度保証 ○ 1.66 1.53 1.35 1.17 1.05 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○
36 中小企業緊急経営資金融資制度保証 ○ 1.66 1.53 1.35 1.17 1.05 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○

37 中小企業経営安定化
資金融資制度保証

特定中小企業者
（注 １０）

１ 号～ 6号 ○ 0.80 
７ 号～ ８号 ○ 0.70 

38 中小企業季節資金融資制度保証 ○ 1.66 1.53 1.35 1.17 1.05 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○
39 中小企業設備近代化資金融資制度保証 ○ 1.66 1.53 1.35 1.17 1.05 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○

40 小企業特別小口資金融資制度保証
○ 0.85 

ＮＰＯ法人（注 １２） ○ 0.68 

別
　
　
枠
　
　
保
　
　
証

41 公害防止保証 ○ 1.00 ○
42 エネルギー対策保証 ○ 1.00 ○
43 海外投資関係保証 ○ 1.00 ○

44 新事業開拓保証
（下記以外） ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 ４） ○ 0.70 

45 経営安定関連保証
（セーフティネット保証）

１ 号～ 6号 ○ 0.80 

７ 号～ ８号
（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

ＮＰＯ法人（注 １２） ○ 0.70 
46 東日本大震災復興緊急保証 ○ 0.80 
47 創業等関連保証 ○ 0.80 

48 創業関連保証
（下記以外） ○ 0.80 
４９ 支援創業関連保証 ○ 0.80 

50 再挑戦支援保証
（下記以外） ○ 0.80 
5１ 支援創業関連保証 ○ 0.80 

中堅企業 （ 破綻金融機関
等関連 ）特別保証

5２ 破綻金融機関等関連特別保証 協調融資 ○ 0.75 
5３ 破綻金融機関等関連特別無担保保証 協調融資 ○ 0.65 

54 激甚災害保証 ○ 0.80 

55 労働力確保関連保証
（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

56 中小小売商業関連保証
（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

57 商店街整備等支援関連保証 ○ 1.15 ○
58 伝統的工芸品支援関連保証 ○ 1.15 ○

59 地域伝統芸能等関連保証
（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

ＮＰＯ法人（注 １２） ○ 0.70 

（注）  赤色の保証制度は、責任共有制度対象外の保証制度（１００％保証）。青色の保証制度は、責任共有制度対象でかつ ｢部分保証｣（８０％保証）の保証制度を表しています。 （単位：年率％）

（平成 ２７ 年 １２ 月 １ 日現在）
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区分 制　　　度　　　名
責任共有 責任共有保証料率・保証料率（責任共有外保証料率）

対　　象 対象外 第 １区分 第 ２区分 第 ３区分 第 ４区分 第 5区分 第 6区分 第 ７区分 第 ８区分 第 ９区分 中小企業会計
割 引 の 適 用

有 担 保 割 引
の 適 用

その他定性要
因割引の適用

部分保証

別
　
　
　
　
　
　
　
枠
　
　
　
　
　
　
　
保
　
　
　
　
　
　
　
証

60 流通業務総合効率化関連保証
（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

61 小規模事業者支援関連保証 ○ 1.15 ○
62 特定中小企業再生支援関連保証 ○ 1.15 ○

63 地域産業資源活用事業関連保証

（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 
流動資産担保保険利用 ○ 0.68 
新事業開拓保険利用 ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 ４） ○ 0.70 

64 海外地域産業資源活用事業関連保証 海外投資関係保険利用 ○ 1.00 ○

65 地域産業集積関連保証
（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

66 中心市街地商業等活性化関連保証
（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

67 中心市街地商業等活性化支援関連保証 ○ 0.70 

68 特定新技術事業活動関連保証
（下記以外） ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 5） ○ 1.30 

69 経営革新関連保証

（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 
新事業開拓保険利用 ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 ４） ○ 0.70 
海外投資関係保険利用 ○ 1.00 ○

70 異分野連携新事業分野開拓関連保証

（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 
流動資産担保保険利用 ○ 0.68 
新事業開拓保険利用 ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 ４） ○ 0.70 
海外投資関係保険利用 ○ 1.00 ○

71 周辺地域整備関連保証

（下記以外） ○ 1.15 ○
特別小口保険利用 ○ 0.85 

ＮＰＯ法人（注 １２） ○ 0.68 
新事業開拓保険利用 ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 ４） ○ 0.70 

72 中小企業特定社債保証 ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○ (注 6）

73 特定研究開発等関連保証

（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 
新事業開拓保険利用 ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 ４） ○ 0.70 

74 流動資産担保融資保証（ABL保証） ○ 0.68 
75 下請振興関連保証 ○ 0.56 
76 事業再生保証（ＤＩＰ保証） ○ 2.20 

77 事業再生円滑化関連保証
（プレＤＩＰ保証）

（下記以外） ○ 1.76 
特別小口保険利用 ○ 0.85 

78 特定信用状関連保証（ＬＣ保証） ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○

79 農商工等連携事業関連保証

（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 
流動資産担保保険利用 ○ 0.68 
新事業開拓保険利用 ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 ４） ○ 0.70 
海外投資関係保険利用 ○ 1.00 ○

80 農商工等連携支援関連保証 ○ 1.15 ○

81 経営承継関連保証
（下記以外） ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○
特別小口保険利用 ○ 0.85 

82 一括支払契約保証（注 9） ○ 1.54 1.40 1.26 1.12 0.95 0.77 0.63 0.49 0.35 ○

83 中小企業承継事業再生関連保証
（下記以外） ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○
特別小口保険利用 ○ 0.85 

84 商店街活性化事業関連保証
（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

85 商店街活性化支援関連保証 ○ 1.15 ○
86 経営革新等支援関連保証 ○ 1.15 ○
87 情報提供支援関連保証 ○ 1.15 ○

88 特定下請連携事業関連保証

（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 
新事業開拓保険利用 ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 ４） ○ 0.70 

89 事業再生計画実施関連保証
（経営改善サポート保証）（注 11）

（下記以外） ○ 0.70 
○ 0.80 

特別小口保険利用 ○ 0.80 
90 連携創業支援関連保証 ○ 1.15 ○
91 地域産業資源活用支援関連保証 ○ 1.15 ○

92 追認保証（注 1） ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○

93 借換保証（注 2） △ △ △ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 △ △
【補足説明】
（１）責任共有制度の対象となる制度区分の保証料率（「責任共有保証料率」という）は、保証委託額に対して計算

される保証料を貸付金額に対する率で表示したもの。
責任共有制度の対象外となる制度区分の保証料率（「保証料率」という）は、保証委託額に対する率。

（２） 第１区分から第９区分までの区分は、中小企業信用保険法施行令（昭和２5年政令第３5０号）第２条の規定に基づき、
中小企業者の財務内容その他の経営の状況を勘案して経済産業省令で定められている保険料率の区分とする。
保証料弾力化に係る保証制度については、リスク計測モデル（ＣＲＤモデル）により、制度毎に第 １ 区分～第
９区分の範囲で料率を判定、これに定性情報を加味して実際に適用する保証料率を決定する。
なお、区分対応する保証において、次のいずれかに該当する事業者については、第 5 区分 ( 経営力強化保証は
第 ４区分 ) の保証料率に定性情報を加味して料率を決定する。
①個人その他の法令で定めるところにより貸借対照表および損益計算書を作成する義務を課せられていない事
　業者であって貸借対照表および損益計算書がないもの
②事業開始後最初の事業年度の決算における貸借対照表および損益計算書がない事業者
③金融機関からの借入れ（当該保険関係に係るものに限る。）に係る連帯債務を負担する事業者

（３）有担保割引の適用欄が「○」の保証制度は、保証協会所定の担保の提供がある場合、表示の料率から ０.１０％引
き下げる。

（４）一括支払契約保証を除く保証制度で会計参与を設置していることが確認できる場合、又は、中小企業会計割引
の適用欄が「○」の保証制度で、「中小企業の会計に関する基本要領」の適用状況を確認できる場合、表示の
料率から ０.１０％引き下げる。

（注 １）利用する各保証制度の取り扱いに準ずる。ただし １,０００ 万円を限度とする。
（注 ２）借換保証は、利用する各保証制度に定める料率による（割引・割増の有無含む）。
（注 ３）「小口零細企業保証制度」は、利用する保証制度（部分保証制度に限定された保険種別以外はすべての保険

種別＜保険特例含む＞の利用が可能である。また、当座貸越根保証、手形（でんさい）割引根保証等の根
保証形式の保証は利用できない）に定める料率による。

（注 ４）「新事業開拓保険」を利用のものであって、担保（保証人の保証を除く。）を提供させない保証であり、か
つその合計額が 5,０００ 万円以下の場合の料率である。

（注 5）「新事業開拓保険」の利用のものであって、担保および保証人（法人代表者の保証を除く）を提供させない
保証であって、その合計額が ２,０００ 万円以下の場合の料率である。

（注 6）協会独自割引として、「経営者」、「経営環境」、「経営基盤」の ３ 項目についての定性評価を行い評価に応じ
て ０.０９％から ０.２４％表示利率より引き下げる。ただし、最高割引料率の限度あり。

（注 ７）「予約保証」については、第 １区分該当者は対象外。
（注 ８）「中小企業金融円滑化保証」、「地域産業応援保証」について、愛媛県中小企業振興資金融資制度保証、経営

安定関連保証を併用する場合は各保証に定める料率による。
（注 ９）「一括支払契約保証」については、保証割合が ７０％以下となります。なお、保証料率は保証割合 ７０％の場

合を例として掲載しております。
（注 １０）｢特定中小企業者｣ とは、中小企業信用保険法第 ２ 条第 5 項（経営安定関連）１ ～ ８ 号のいずれかの規定に

基づき市町長の認定を受けた方のことです。
（注 １１）「経営力強化保証」「事業再生計画実施関連保証」については、責任共有制度の対象外となる保証付き既往

借入金（平成 １９ 年 ９ 月 ３０ 日以前に保証協会が申し込み受付した保証であって保証割合が １００％の保証を
含む。）を本制度で借り換える場合（保証付きの既往借入金の範囲内の額を借り換える場合に限る。）は、
責任共有制度の対象外となります。

（注 １２）「ＮＰＯ法人」とは、中小企業信用保険法第 ２条第 ３項第 ７号に定める特定非営利活動法人のことです。
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平成 ２１ 年 １１ 月 １ 日より保証協会団体信用生命保険制度の取扱いをしております！

� 保証協会団体信用生命保険とは
　保証協会団体信用生命保険（以下、保証協会団信）とは、信用保証協会の保証付で金融機関から借入を行っ
たお客様が、その全額を返済されないうちに、死亡もしくは所定の高度障がい状態となった場合に、一般社
団法人全国信用保証協会連合会（以下、連合会）が生命保険会社から受け取る保険金（＊）をもとに、加入
している借入口について、金融機関に対する債務を弁済する制度です。
　これにより、事業の維持安定が可能になるとともに、ご家族の皆様の安心を図ることができます。

（＊保証協会団信は連合会が生命保険会社と契約します。お客様は連合会と債務弁済委託契約を締結していただきます。）

『保証協会団信』のお知らせ

今月の保証協会団信実績（平成 27 年 10 月）

愛媛県信用保証協会は、中小企業の皆様への「プラスワンサービス」として保証協会団信の取扱いを
開始しました。なお、保証協会団信への加入は中小企業者の皆様の任意であり、保証の諾否・金額査定
には全く関係ありません。

� 保証協会団信加入状況
　保証協会団信の平成 ２７ 年 １０ 月末時点の加入状況は下記の通りです。（生保会社査定後承諾済ベース）

 〈金融機関別〉

１０ 月件数 １０ 月融資額 累計件数 累計金額 平均融資額 平均年齢

6件 ２,７5０ 万円 ８6１ 件 6３6,８４７ 万円 ７４０ 万円 5２.０ 歳

金融機関名 １０月件数（件） １０月融資額（万円） 累計件数（件） 累計金額（万円） 

伊 予 銀 行 １ １００ ２5４ ２１０,２5８

四 国 銀 行 ── ── ８ １１,７４5

百十四銀行 ── ── １０ １5,７００

阿 波 銀 行 ── ── １ 5００ 

広 島 銀 行 ── ── ９ ７,5７０

愛 媛 銀 行 １ ３００ ２４２ １９１,5３5

香 川 銀 行 ── ── １３ １5,０6０

高 知 銀 行 ── ── ２０ １４,３４７

徳 島 銀 行 ── ── ３ １,９９０

愛 媛 信 金 ３ １,４5０ ２０２ １０９,１55

東 予 信 金 １ ９００ 5３ ３０,７３０

川之江信金 ── ── ２０ １７,４6７

宇和島信金 ── ── ２6 １０,７９０

合　　計 6 ２,７5０ ８6１ 6３6,８４７



◇お知らせ　─ 12月1日より「地域産業応援保証（すごサポ）」の取扱いを開始しました ─

　　　　　　─ 平成27年9月7日から同月11日までの間の暴風雨

　　　　　　　　及び豪雨による災害に係る激甚災害保証の適用について ─
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大島の南端、標高307.8mの亀老山。頂上
には建築家・隈研吾氏設計の近未来的な
展望台があり「来島海峡大橋」と「来島
海峡」の潮流、四国山地までが一望でき
ます。夜景スポットとしても人気です。
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『保証協会団信』お知らせ

表紙写真／亀老山（今治市）
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◇今月の保証概況（平成27年11月）

◇本・支所別保証状況

◇金融機関別保証状況

◇業種別保証状況

◇金額別・期間別・使途別保証状況

◇市町制度保証状況

◇ランキングベスト10

◇金融機関店舗別保証状況
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保証状況

当協会ホームページのご案内 愛媛県信用
クリック

お知らせ（更新・新着情報）

保証の概況　平成27年11月を掲載しました。
12月1日より「地域産業応援保証（すごサポ）」の取扱いを開始します
「マイナンバー（個人番号）をかたる不審な事案に係る注意喚起」について
保証の概況　平成27年10月を掲載しました。

2015年12月 2日
2015年11月25日
2015年11月16日
2015年11月 5日

2015



◇お知らせ　─ 12月1日より「地域産業応援保証（すごサポ）」の取扱いを開始しました ─

　　　　　　─ 平成27年９月７日から同月11日までの間の暴風雨

　　　　　　　　　及び豪雨による災害に係る激甚災害保証の適用について ─

〒792-0025
新居浜市一宮町2丁目4番8号　新居浜商工会館2階
保証課　TEL 0897-33-8282　FAX 0897-33-8284
管理課　TEL 0897-33-8292　FAX 0897-33-8293

〒790-8651　愛媛県松山市一番町4丁目1番地2　中小企業会館1～3階

■松山事業部／保証一課・保証二課・管理課
　　　　　　　　　　　　　　TEL 089-931-2118　　FAX 089-931-2174
　　　　　　　
■総　務　部／総　務　課　　TEL 089-931-2111㈹　FAX 089-931-2107
　　　　　　　電　算　課　　TEL 089-931-2115　　FAX 089-931-2170
■業務統括部／経営支援室　　TEL 089-931-2116　　FAX 089-931-1026
　　　　　　　保証企画課　　TEL 089-931-2114　　FAX 089-931-2107
　　　　　　　管理推進課　　TEL 089-931-2117　　FAX 089-931-2107
■監　査　室　　　　　　　　TEL 089-931-2180　　FAX 089-931-1026

〒796-8691
八幡浜市1590番地22　八幡浜商工会館4階
TEL 0894-22-2003　FAX 0894-22-3137

〒794-0042
今治市旭町2丁目3番地20　今治商工会議所ビル5階
TEL 0898-23-0170　FAX 0898-23-0758

〒798-0040
宇和島市中央町1丁目9番10号　愛媛新聞ビル5階
TEL 0895-22-6556　FAX 0895-22-6583

業務区域 新居浜市・西条市・四国中央市

業務区域 今治市・上島町

業務区域 八幡浜市・大洲市・西予市・内子町・伊方町

業務区域 松山市・東温市・伊予市・久万高原町・砥部町・松前町

業務区域 宇和島市・鬼北町・松野町・愛南町

本所

新居浜支所

今治支所

八幡浜支所

宇和島支所

名作の舞台を訪ねて❾ 「女の子ものがたり」
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